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はじめに 
現在、国の法制審議会家族法制部会が進⾏中で、離婚後の⼦の養育、特に親権制度の⾒直しに関する

検討が⾏われている。この法制審から６⽉２１⽇付けで公開された「中間試案たたき台」は、国際的な
問題となっている⼦の連れ去りを法的に追認し、親⼦の引き離し・単独監護を⾏う現状の家庭裁判所の
運⽤を容認・明⽂化する選択肢が残されており、改正どころか改悪に向かう可能性がある。 
そのような中、北村晴男弁護⼠らが⺠間法制審議会家族法制部会の「中間試案」（以下「⺠間法制審

中間試案」という）を発表した。この⺠間法制審「中間試案」は、離婚後の共同親権・共同監護を前提
とするもので⼀定の評価ができるもの考えている。 

しかし、いずれの試案においても、「⼦育て罰」とまで⾔われる、現状の⼦育てしにくい社会と家庭、
そして国家との関係までには踏み込んでいない。私たちは、「⼦育て罰」ではなく「⼦育て得」となる
ような、私たち⼀⼈ひとりが⼦育てをしやすい社会を作りたい。そのための⺠法改正草案を提⾔する。 

 
１ 「⼿づくり家族法改正草案」策定の考え⽅ 

⼦育てに関わる親権制度の⾒直し案は、既に⺠法学者らにより検討がなされてきており、その検討内
容が参考になる。ただし、この⺠法学者による検討内容は、親権制度の論理的な視点であり、私たち⼦
育ての当事者が実感している実態が反映しきれていない点がある。また、国の法制審の議事録にも記載
があったが、⺠法の⾒直しだけですべての課題が吸収できるとは思えない。そのため、⺠法に限らず、
⼿続法や更に社会保障を考慮した視点からも提⾔する。 
なお、本家族法改正草案では特に「親権」制度の⾒直しを中核にして、影響がある法についての考察

も付記する内容とした。本草案も含めて、親権制度及び社会保障制度の⾒直しの議論が進むことを期待
する。 
 

作者 掲載⽂献 
⽔野紀⼦ 「家族法の改正に向けて（下）⺠法改正委員会の議論の現状」ジュリスト（No.1325）

P.159（2006） 
「特集 家族法改正―婚姻・親⼦法を中⼼に 親権法」ジュリスト（No.1384）P58-
75  

⽝伏由⼦ 「親権・⾯会交流権の⽴法課題」家族＜社会と法＞（26）PP.35-50（2010） 
⼭⼝亮⼦ 「親権法改正要綱案」家族＜社会と法＞（33）PP.57-69（2017） 

「離婚後の共同親権の可能性」『⽇⽶親権法の⽐較研究』⽇本加除出版P334-341
（2020） 

後藤富⼠⼦ 法務省⺠法（親⼦法制）改正中間試案のうち「親権」改正意⾒書（2021） 
⽯志和⼀郎 「親権法・未成年後⾒・扶養法」⼾籍時報No750 P20-37(2017) 
許末恵 「親権をめぐる法規制の課題と展望」⽇本家族〈社会と法〉（24）P126-143 

 
表 1 参考にした⺠法学者による⺠法改正案 
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図 1 ⼿作り法制審家族法草案作成検討の考え⽅ 

 
 
 

２ ⼿づくり家族法改正草案のポイントとねらい 
⼿づくり家族法改正草案のポイントとねらいを⽰す。 
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２．１ ⼿づくり家族法改正草案のポイント 
●ポイント１ 親⼦の⾃然的関係を明記し国家との関係を規定 

現状の親権制度では、実の親⼦が親⼦であることが曖昧である。⼦が実の親に育てられ、親が実の⼦
を育てる、教育するという⾃然の関係・固有の関係を明⽂化し、保障する。 

加えて、現状は国と家庭との関係も定められておらず、「法は家庭に⼊らず」、「⺠事不介⼊」とい
ったように、家庭に国は⼊らないようなことが⾔われているにも関わらず、家庭裁判所は⺠法７６６条
を類推適⽤した婚姻中の「監護者の指定」により、社会問題化している「⼦の連れ去り」や「親⼦分断」
を追認し、家族破壊を⾏っている。このようなことを改めるためにも、国に⽗⺟が与える⼦の養育環境
を維持する役割を持たせる。 
 
●ポイント２ ⼀般⼈に分かりやすいシンプルな親権制度（単独親権制度の廃⽌＝原則共同親権） 

2021 年の内閣府「離婚と⼦育てに関する世論調査」1によれば、⽗⺟が結婚している間は、双⽅が親
権者となることを 77.4％が「知っている」と答えており、⼤多数の⼈々が婚姻中の共同親権を知ってい
る。しかし、その親権の「内容も含めて知っている」と答えたのは 47.9％であり、30%近く数が減る。
更に、婚姻中共同親権にも関わらず意⾒調整規定が無く、連れ去りや親⼦分断が横⾏する要因になって
いることはほとんどの⼈が知らないだろう。 
そして、法務省が作成している「中間試案たたき台」をどれくらいの⼈が理解できるだろうか。当事

者活動をしている⼈々の間では「当たりのないあみだくじ」とまで⾔われるほど複雑な案が公開されて
いる。このような分かりにくい制度では混乱をもたらすだけである。したがって、本草案では、法律家
だけでなく、私たち⼀般⼈に分かりやすいシンプルな親権制度となるよう規定した。 
なお、戦後⺠法は、戦前の単独親権制度に、⼀部婚姻中の共同親権を名⽬上取り⼊れたに過ぎず、ベ
ースは単独親権制度である（したがって、婚姻中でも親権の調整規定がなく、⽗⺟の⼒関係によって単
独決定がなされる）。また、法務省の「中間試案たたき台」も、双⽅が協議できる場合のみ（できなけ
れば単独親権）共同親権が可能とする点では、戦後⺠法同様、単独親権制度のバリエーションにほかな
らない。本草案は、本来の共同親権である共同監護をベースにしており、その点から⾒れば法務省案は
「偽物」「贋作」ということになる。 
 
○２−１ 親権は基本的に実⽗⺟が有する。離婚により失われない 
夫婦関係と親⼦関係を切り離し、親権は基本的に実⽗⺟が有し続ける。離婚により失われたり、未婚に
よって得られなかったりすることはない。 
 
○２−２ 監護者の指定を廃⽌ 
監護者の指定は、明治⺠法下の⽗親が親権者を基本とする「単独親権制度」下で、離婚後に⼦育てをす
る⺟親に、ごく限られた権限を保障するもの位置づけ2であった。本草案では、⽗⺟共が婚姻状態に依ら
ず⼦育てをする前提であり、たとえ別居・離婚したとしても、その内容について⼀⽅だけに帰属させる
ようなことなく、細やかな調整をできるようにしている。「監護者の指定」を残存させることは単独親
権制度の維持にほかならず、別居・離婚時の新たな⽕種を産むだけであり廃⽌すべきである。 

 
1 内閣府（2021）「離婚と⼦育てに関する世論調査」 
https://survey.gov-online.go.jp/r03/r03-rikon/index.html 
2 広井多鶴⼦（2000）「離婚後の⼦の帰属 - 明治⺠法はなぜ親権と監護を分離したか -」P.12 
「⺟が⼦を監護する場合でも、⼦どもの教育の権限は⽗が持つこととなり、⺟に認められた監護の範囲
はかなり限定されたものであった（59）。だが、旧⺠法と違い、明治⺠法が親権と監護を分離したから
こそ、その後、親権と監護の線引きをめぐって、なかなか決着のつかない議論が引き起こされることに
なるのである（60）。」 
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○２−３ 未成年普通養⼦縁組の廃⽌ 
２−１のとおり、親権は基本的に実⽗⺟が有し続けるため、養⼦制度が課題になる。養⼦制度のうち特
別養⼦縁組は、親からの養育環境が得ることが難しい⼦どものための制度であり維持する必要がある。
その⼀⽅で、現状、普通養⼦縁組が主に利⽤されるケースとしては、「再婚時に⼦の⽒を再婚相⼿と同
⼀にする場合（代諾養⼦縁組）」や、「相続⽬的で孫養⼦や親戚の⼦を養⼦とする場合」3であり、⼦ど
ものための制度ではない。普通養⼦縁組は成年になってから⾏うようにすることで、親権の考慮は不要
になる。 
 
○２−４ 細やかな親権制限を実現 

現状、児童虐待等があった場合に、親権停⽌・喪失の制度が定められているが、有効に機能していな
いと⾔われている4。この原因は、単独親権制度の下で親権停⽌・喪失を⾏ってしまうと、⾏き場のない
⼦がより産まれてしまうことが⼀因にあると想定される。 

本草案では、２−１のとおり離婚したとしても⼆⼈の親が⼦育てをし続けるため、万⼀、⽚親の親権
が制限されたとしても、もう⽚⽅の親が⼦育てをできるようになる。国の関与の下で養育を継続するこ
とも可能になる。加えて、裁判所が親権制限をしやすくするためにも、現状のように親権全体を停⽌・
喪失させる制度ではなく、部分的・限定的な制限が⾏える制度にする。 

親の権利の固有性が明記されて、はじめてこういった国による積極的な介⼊が可能になることを指摘
する。 
児童養護施設や保育施設などは、⼦どものために⼀時保護や委託を担い、修復的⽀援として今以上に

カジュアルに利⽤され、⾏政と親、地域との⼦どものための協⼒関係が構築されることが望ましい。な
お、特別養⼦縁組制度⾃体は、現⾏の法制度の下で、要件について不明瞭な虐待などを⽗⺟の同意権限
の例外として認めており、共同親権制度の下で適正な運⽤や法的な配慮が今後求められる。 
 
●ポイント３ ⼦育てを⽗⺟が平等に分担するルール基盤（養育分担時間・⾯会交流、養育費） 

現状、裁判所で判断される「監護者の指定」、「親権者決定」及び「⾯会交流の決定」に、明⽂化さ
れたルールは何もなく、「継続性の原則」や「⽉１回２時間の⾯会交流相場」など、⽚親による養育を
前提として、裁判所が暗黙で独⾃ルールを作り出しており、裁判官から合理的な説明もされないため、
当事者にとって不満が残る状態を作り出している。 

本草案では、⼦育てを⽗⺟が平等に分担する（共同監護）ことを可能にするルールを定め、⼀般⼈と
裁判所が同じルールのもとで判断できるようにする。これにより、⼦の連れ去りをしても何の得も無い
状態を作り出す。 
 
●ポイント４ 争いを誘発させず対話・合意を促す別居・離婚制度 

現状、家庭裁判所の「⼦の監護者の指定審判」、「⾯会交流審判」及び「離婚裁判」は、夫婦が悪⼝
合戦をし続けざるをえないという最悪ともいえる状態となっている。その理由は、親権を失えば実質上
親としての権限をすべて失うため、悪⼝で相⼿を有責者とする必要があるからである。この根源は⺠法
７７０条に明記された裁判離婚の有責主義にある。 

本草案では、⽗⺟の関係が良好とは⾔えない状態であったとしても、争いを誘発するのではなく対
話・合意を促すためにも、裁判離婚において「有責主義」から「破綻主義」に転換を図り、別居・離婚

 
3 法務省（2021.3）「未成年者を養⼦とする普通養⼦縁組の実態に関する調査・分析業務報告書」 
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00309.html 
4 ⽔野紀⼦（2009.9.1）「家族法改正―婚姻・親⼦法を中⼼に」 ジュリスト No.1384 P.59 
「⺠法も親権喪失規定を持っているが，実際には⺠法の規定は，児童虐待のような⾏為への制限として
は，ほとんど有効に機能しない。」 
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時の養育計画の義務化をする。 
夫婦関係と親⼦関係が分離されれば、夫婦関係に愛がなくなった場合、幸せになるための選択として、

離婚が権利となることもまた避けることはできない。これは愛情の結合としての結婚という本来の意味
を取り戻すことでもある。 
 
●ポイント５ 
裁判所を⽗⺟の意⾒調整⽀援機関の位置づけに 
家庭の⾃⽴を維持するため裁判所判断を規制 

現状の⺠法では、裁判所が⽗⺟の意⾒調整を⾏うことが定められておらず、裁判官が⽗⺟間の意⾒を
調整することもない。⼀般⼈が当たり前に期待することが裁判所の機能として存在しないのである。婚
姻中共同親権下の意⾒調整規定の不備は、１９４７年の戦後⺠法の制定時から課題が指摘5されながら、
何ら対策が講じられて来なかった。 

本草案では、裁判所が⽗⺟の意⾒を調整できるよう、意⾒調整規定を新設する。その⼀⽅で、家庭の
⾃⽴を確保し、裁判所による家庭への過剰介⼊を防ぐためにも、裁判所の判断が⽗⺟の平等な養育機会
を損なうことを禁⽌する規定を設ける。 
 
 
２．２ 家族法改正草案のねらい 
●ねらい１ 
「⼦育て罰」→「⼦育て得」少⼦化対策、ジェンダーギャップ解消に寄与 

現状は、「⼦育て罰」とまで⾔われるまでに、⼦育てがしづらいと⾔われている。⼦ども１⼈あたり
3,000 万円とも 5,000 万円とも⾔われる教育費を考えて、⼦どもを作ることを諦めたカップルもいる。
学校は環境適⽤しにくい⼦を発達障害と位置づけ、親に責任を負わせようとすることもある。不登校の
児童の割合も増加を続けているが、多くの諸外国では不登校という⾔葉は存在せず、ホームスクールに
切り替えるだけである。学校は親が教育を委託する場であるからだ。 

本草案は、親が余裕をもって教育に関われ、同時に男⼥が平等に⼦育てに関わることを第⼀のねらい
とする。その上で、男⼥ともに無理なく働くことができる社会環境づくりを進めることで、少⼦化対策
にも、ジェンダーギャップの解消にも寄与することが期待できる。 
 
●ねらい２ 
「親⼦の時間」を過ごすことを保障・親⼦分断させない 
⽚親疎害・別居ひとり親の不安定⼼理を解消 

現在、毎⽇ 400⼈もの⼦どもたちが⽚親と引き離されるという⾮⼈道的な事態が起こっている。引き
離された⼦どもの中には、⽚親疎害と⾔われる別居親を嫌う⼼理状態になっている⼦もいる。また、親
⼦分断により別居親の⼼理状態が極めて不安定となり、孤⽴し何のために⽣きているのか分からなくな
り、⾃死を選ぶ当事者もいる。⼦どもと引き離される親となる確率が⾼い男性の離婚率と⾃殺率とが相
関する統計6も存在する。 

本草案は、親⼦分断をさせない法基盤とすることで、親⼦双⽅の⼼理状態が安定するようにする。 

 
5 松村直⼈（2022）「婚姻中共同親権は形式に過ぎず「幻」だった＜男⼥平等の対話を実現する親権制
度に改⾰を！＞75 年前の戦後⺠法改正時点からわかっていた親権制度の致命的⽋陥について」 
http://cdn.joint-custody.org/files/20220415-joint-custody-is-illusion.pdf 
6 荒川和久（2022）｢離婚男性の⾃殺率が異常に⾼い｣なぜ⽇本の男性は妻から捨てられると死を選んで
しまうのか／｢離婚と⾃殺｣に強い相関がみられるのは⽇本の男性だけ 
https://president.jp/articles/-/55821 



改正⼿づくり家族法草案 
２０２２年８⽉８⽇版 

9 
 

 
●ねらい３  
養育費の強制徴収に多⼤なリソースを使うよりも⼦育て・教育に親⾃らお⾦を使いたくなるように 

⽇本の養育費の受給割合は、⺟⼦世帯で 24.3％、⽗⼦世帯で 3.2％7と公表されている。このうち、
「養育費の取り決めをしている世帯」の受給割合は、⺟⼦世帯で 53.3％、⽗⼦世帯では 15.6％であり、
２倍以上に上がる。この受給割合をアメリカと⽐較すると、アメリカの強制的な養育費の徴収制度をも
ってしても、養育費回収率は６割程度8と⾔われており、取り決めがある場合の⺟⼦世帯の受給割合と近
しくなる。つまり現状の養育費の受給割合を向上させるためには、養育費の取り決めを⾏うことが⼤事
であることが分かる。しかしながら、⽇本にしか無いと⾔われる協議離婚制度では養育費について何ら
取り決めなく離婚をすることができ、法的執⾏⼒を持つ取り決め割合は 26.4％に留まる9ため、養育費を
含む法的執⾏⼒のある養育計画を、協議離婚で定めることは重要である。 
なお、⽇本でも既に法的執⾏⼒のある合意⽂書があれば、現時点でも強制徴収（給与差押や銀⾏⼝座

差押）は可能である。このため、少なくとも別居離婚時の養育計画の合意⽀援は必要である。なお、養
育費の強制徴収“だけ”を強化すると、疲弊し⼼理不安定になった別居親が更に疲弊し、⾃殺率が上がる
ことが想定されるため問題である。 
また、会社員と⾃営業者の収⽀の考え⽅は根本的に異なっており、養育費算定の差を埋めることは不

可能である。社会は副業・複業が推進される⽅向に向かっており、⾃営業者が増えれば増えるほど、期
待される最低限の養育費額に届かない可能性も⾼い。 
つまり、養育費の強制徴収に多⼤なリソースを今から注いでも、期待する⾦額の徴収ができる割合は

ごく限定的になり、投資対効果が悪い。それよりも、本草案により⼦育て分担時間を増やす環境づくり
をすることで、⼦の近くにいる親・祖⽗祖⺟が⼦育て・教育に積極的にお⾦を使いたくなることが期待
できる。 
我が国では、養育費が「⼦どもの福祉・貧困対策の要」であるかのような倒錯した議論が横⾏してい

るが、そもそも単独親権制度を前提にしか考えていないことから⽣じる誤解である。⼦どもの福祉・貧
困対策として重要なのは「共同親権に基づく共同養育」重視に転換することであって、そうなれば養育
費は、養育負担の不均衡を埋め合わせるための調整弁に過ぎなくなる。養育費の必要性が全く失われる
ことはないが、その役割・重要性は極⼩化されることとなるし、それがあるべき姿である。 
なお、家庭裁判所が新たに 2019 年に受付した事件10は 1998 年と⽐較して、養育費請求は 1.8 倍（2

万 293件）増なのに、⾯会交流は 7.8倍（1万 5,512件）、監護者の指定は 10倍（5,044件）、⼦の引
き渡しは 5.9倍（3,826件）増であり、養育費よりも親⼦関係の維持に対する要請が⽇を追うごとに⾼ま
っているのはデータからも明らかである。 
最後に、養育費は⼦どものために使われる特別なお⾦であるが、現在、20％や 30％もの⼿数料を取

り、養育費の徴収を代⾏するビジネス（いわゆる養育費のピンハネビジネス）が産まれている。養育費
の強制徴収を隠れ蓑に、業者が楽に設けられる仕組みは絶対に構築してはならない。親⼦双⽅の視点か
ら、親⼦関係の維持は必須だ。 

 
7 厚⽣労働書（2016 年度）「全国ひとり親世帯等調査結果報告」 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188147.html 
8 ⼭⼝亮⼦（2012.12）「アメリカの養育費制度についての⼀考察」産⼤法学 46巻 3 号, 431 
「そして、このようなアメリカの強制的な制度をもってしても、養育費回収率は 6割程度であり、その
制度を運営する予算もかなりの額になる（57）。」 
9 法務省（2021.4）協議離婚に関する実態調査結果 
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00244.html 
10 最⾼裁判所「2019 年 司法統計年報 3 家事編 9 家事審判・調停事件の事件別新受件数 家庭裁判所
別」 
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●ねらい４  
養育上課題のある親の親権制限がしやすくなる 

ポイント２−２と同じ。 
 

●ねらい５  
別居・離婚合意の裁判所リソース課題解決 

共同親権になると裁判所のリソースが更に必要になるという懸念が表明されることがある。ある憲法
学者は家裁の予算を 10倍にする必要があるとも主張している。 

しかし、現状の家庭裁判所はどのような状態だろうか。家庭裁判所で提供するメニューは養育費・⾯
会交流といった部分的なものであり、例えば当事者が「進学⽅針」、「学費」及び「養育分担時間（⾯
会交流）」を同時に話し合いにより解決したいと思っても、家庭裁判所はメニューに無い問題解決の⽀
援をせず、「⾯会交流」だけしか取り扱わない。当事者の⼼理的なサポートも⾏わないため、当事者双
⽅の不満は溜まるだけである。このような不満から、審理回数だけが無駄に多くなり⻑期化している。
更に、明⽂化された判断基準もなく不公平感が残る調査官の調査と裁判所の判断を要因として、審判・
裁判が繰り返され、当事者の中には 10 年を超えて家庭裁判所と関わり続けざるをえない状態になって
いる者もいる。家庭裁判所にルールがないため⼒関係を追認するしかなく、現状の家庭裁判所における
家事事件の扱いは機能不全状態に陥っている。このような状態に対して、家庭裁判所の調停委員からも
調停制度を廃⽌し、きめ細やかな包括的な解決ができる ADR を拡充した⽅が良いという声も聞かれる。
そのような現状を元に家裁予算の話をすることは意味がない。 
それよりも、国⺠と裁判所が同じルールを元に判断できるようにして、⼤部分の⼈が、裁判所に⾏か

ずとも⾃分たちの⾃主性に沿った解決を図ることができるようにすべきだろう。その上で、更に、例え
ば ADR の他、海外の代理⼈仲介のメディエーション制度に類する制度を設け、⽗⺟の養育計画の合意
⽀援を⾏い、作成した養育計画の⽂書チェックをして法的⽂書化する機関として公証役場や裁判所が機
能すれば、裁判所のリソース課題は軽減される。また、裁判所が判断する際に、⼦どもを引き離す⾏為
が不利になると周知されれば、そのような⾏動も抑⽌される。シンプルに⾔えば、なるべく裁判所に⾏
く必要がなくなる、⾏かなくてすむ法設計にすることが⼤事だ。 
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３ ⼿づくり家族法改正草案 
草案策定にあたり、極⼒シンプルな記載とすることを留意して作成している。 
 
３．１ 親続編／第四章 親権 

第⼀節 総則 
第ｘ１条（親権概念と国の責務） ★ 新設 
１．⼦どもは⽗⺟と共に過ごし成⻑する権利を有する。⼦の養育及び教育は、⽗⺟固有の権利であ
り、その権利義務の総体を「親権」とする。 
２．国は、⽗⺟が与える⼦の養育環境が維持されるよう務めなければならない 

 
○要点： 
・後藤案による国と⽗⺟（両親）との関係の定めを参考にしている。 
・⺠法の親権編親権の冒頭に、親⼦の関係と親権概念の明記をする。合わせて国の役割も定める。 
 
○理由： 
・現状は⼦どもが実⽗⺟に育てられることが、親権の有無によっていとも簡単に奪われている。このた
め、「⼦ども」が「実⽗⺟」に育てられ、「実⽗⺟」が「⼦ども」に育てられるという当たり前のこと
を明記する。 
・親権の呼称については、⺠法学者も検討を重ねた中「親権」を使⽤している。また、国の法制審にお
いても議論はまとまらず、名称について具体的な⽅向は決まらない。このため、「親権」という表現に
関してはここでは変更せず、内容を明⽰することにした。 
・国と⽗⺟の関係を規定。国の家族への関与のあり⽅は、⽗⺟の養育環境が維持されることと明⽰した。 
 
●⼋百⼗⼋条（親権者） 
１．親権は⽗⺟が有する。 
２．養親は養⼦に対する親権を有する。 

 
第⼋百⼗九条（離婚⼜は認知の場合の親権者） ★全て削除 

 
○要点： 
・「⽗⺟の婚姻中」に限定されていた親権を、婚姻状態に関わらず⽗⺟が親権を有することとする。 
・養親（特別養⼦縁組）は養⼦に対する親権を有する。 
 
○理由： 
・現状の「親権に服する」という、⼦が⽗⺟に⽀配されるという意味合いがある表現と⾔われているた
め、「親権は⽗⺟が有する」という表現に改める。 
・基本的に婚姻状態によらず「実⽗⺟」が「⼦ども」を育てることを前提としている。このため、婚姻
関係に関する記載を削除する。つまり、離婚後も親権は特段の理由がない限り「実⽗⺟」が有する。 
・未婚の⼦にあたっても同様に「実⽗⺟」が養育することとしている。⽗⼦の関係は認知をすることで
明確になるため、認知の記載をせずとも１項に包含される。また、未婚の場合において、性被害による
⼦等、⽗⼦の養育関係を確保したくない場合もあるが、その場合も認知によって⽗⼦の関係を規定がさ
れる。なお、認知における⺟親の同意権については認知の規定で明⽰されることが望ましい。 
・養親は特別養⼦縁組のみを前提としており、養⼦に対する「実⽗⺟」と同じ親権を有する。 
・上述の結果、離婚及び未婚の際の親権を定めた⺠法８１９条は不要になる。 
・児童虐待等により、親権状態を制約する必要がある場合は、後述する親権の制限にて規定をする。 
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第⼆節 親権の効⼒ 
第⼋百⼆⼗条（⼦の養育及び教育） 
１．共同で親権を持つ⽗⺟は⼦の養育に必要な範囲で、世話にあたる者、養育時間、その他の⼦の
⾝上の世話及び教育に必要な事項について、その協議で定めることができる。ただし、⽇常の世話
に関する事項については、それぞれが単独で決定を⾏うことができる。 
２．家庭⽣活を解消する場合、⼜は、⽗若しくは⺟が求める場合は、前項の養育計画を定め、家庭
裁判所の許可を得なければならない。 
３．前２項の協議が調わないとき、⼜は協議することができないときは、家庭裁判所は、共同で親
権を⾏う⽗若しくは⺟の請求により、⼦の利益のために、⽗⺟の⼀⽅にその決定を委ね、⼜は⾃ら
それを定めることができる。また、家庭裁判所は⼦どもが⽗⺟双⽅から平等な養育を得る機会を損
なってはならない。 
４．家庭裁判所は、共同で親権を⾏う⽗若しくは⺟の請求により、⼦の利益のために必要があると
認めるときは、前３項の規定による定めを変更し、その他⾝上の世話及び教育に関する事項につい
て、相当な処分を命ずることができる。 
５．前２項にあたっては、裁判官は⼦に直接聞き取りをし、⼦が⾃由に⾃⾝の意向を表明する機会
を保障しなければならない。 

 
（関連条項） 

第七百六⼗六条（離婚後の⼦の監護に関する事項の定め等） ★全て削除 
 

第七百⼋⼗⼋条（認知後の⼦の監護に関する事項の定め等） ★全て削除 
 
○要点： 
・⼭⼝案をもとに作成。 
・⼦育て・教育といったすべての権限を内包する「監護者」の概念を廃し、⽗⺟が細やかに養育及び教
育の分担を⾏う。 
・養育費・教育費の分担についても本条で規定される。 
・家庭⽣活を解消するときには、養育計画を定めることを条件とする。 
・⽗⺟の養育に関する意⾒対⽴があった場合の、意⾒調整規定を設ける。 
・家庭裁判所が⼦の養育に対する判断をする際の規制を設ける。 
・「⼦の利益のために」という⽤語は、裁判所が別の⽬的で判断することを避ける場合に明⽰した。 
 
○理由： 
・現⾏の「⼦の監護」は、⼀般⼈からすると聞き慣れない⽤語であった。そして、国の法制審議会でも
明らかになったが、⺠法７６６条に基づく「監護者の指定」による効⼒は明らかでない。更に⺠法７６
６条の婚姻中の類推適⽤により、婚姻中にも関わらず実質単独親権状態を作り出している。 
・「監護者」というのは、そもそも明治⺠法における「⽗親単独親権制度」下の離婚後に、⺟親に⼦の
世話の権利を与えるものであった11。加えて現⾏⺠法についても既に、⽗⺟平等のもと親権と監護を分
属する構成は必要なく、廃⽌すべきという意⾒12がある。本⺠法改正草案では、婚姻状態に関わらず⽗

 
11 広井多鶴⼦（2000）「離婚後の⼦の帰属 - 明治⺠法はなぜ親権と監護を分離したか -」P.12 
12 岡部喜代⼦（2008.2）「監護者指定に関する最近の裁判例」慶應法学 9, p.104 
「しかし、監護者の指定の趣旨を明治⺠法におけると同様に解するならば、「⽗⺟平等が実現され、家
制度が廃⽌された現⾏⺠法に、親権者とは別に監護者を認める制度を導⼊する必要はなかったのであ
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⺟が親権を有する共同親権により、世話の割合は別にせよ⽗⺟双⽅が⼦の世話をすることを前提とする
ため、⼀⽅の親に監護の権限をすべて委ねる「監護者」の概念を廃す。結果７６６条及び７８８条は削
除となる。 
・「監護者」の概念を廃す代わりに、⼦の養育や教育という⽤語を⽤い、それに関する細やかな協議・
計画づくりに加え、家庭裁判所における意⾒調整判断ができるようにする。 
・養育計画の策定は、主に家庭⽣活を解消する場合や、⽗⺟それぞれが必要と思うタイミングで⾏うこ
ととした。不公正な家族関係を司法が調整することができる機会を⽗⺟双⽅に与えるためである。 
・⺠法７５２条にて夫婦の同居義務が定められているものの、実態としては元々別居婚・週末婚のよう
な状態もあるため、「家庭関係を解消する場合」と表現した。加えて、未婚の場合の⼦育てに関しても
養育計画が必要なことがあると想定し、「⽗⼜は⺟が求める場合」も規定した。 
・また、⼦がいる協議離婚において、何ら定めがされず離婚となり問題となっていることも鑑み、養育
計画は家庭裁判所の許可を得ることを必須とした。 
・この家庭裁判所の許可は、海外では通常メディエーターや弁護⼠によるメディエーション（調停）に
より詳細で包括的な養育計画が作られ、サインのある養育計画を家庭裁判所で法的⽂書化するという事
務⼿続きと同様な内容を想定している。 
・⽇本では海外のメディエーションに類似する制度として ADR が存在している。また、法的⽂書化す
る機関として公証役場があるものの、家庭裁判所における決定と執⾏⼒の差があるという課題が存在す
る。 
・その⼀⽅で現状の家事調停制度は、家庭裁判所メニューとして提⽰されたものしか取り扱わず、複合
的な問題を取り扱わない。例えば当事者が「進学⽅針」と「学費」と「養育分担時間（⾯会交流）」を
同時に話しあいにより解決したいと思っても、家庭裁判所はメニューに無い問題解決の⽀援をせず「⾯
会交流」だけしか取り扱わない。そして、調停委員は単なる伝聞役となっており、問題解決するどころ
か問題をこじらせており調停機能を果たしていない。裁判所外の現存するリソースを活⽤し、養育計画
の⽴案⽀援の仕組みを構築した上で、家庭裁判所の調停は法的な公正さを考慮した調停制度を再出発さ
せる必要がある。 
・⽗⺟間の意⾒の協議が整わない場合には、家庭裁判所が「⽗⺟いずれかに決定権限を与える（権限移
譲型）」か「家庭裁判所が決定（決定型）」の何れかをできるようにしている。なお、本規定が対等な
⽗⺟による共同親権を実現するキモである。 
・３項及び４項において家庭裁判所が家庭内の判断に介⼊することになるが、国家機関である家庭裁判
所が家庭の⾃⽴を犯すことは望ましくない。このため、家庭裁判所を規制する判断基準を設けた。 
・３項では「⼦どもが⽗⺟双⽅から平等な養育を得る機会を損なってはならない」と判断規制を設けた。
現状⺠法７６６条の規定など「⼦の利益」という抽象的な判断を家庭裁判所に託した結果、「継続性の
原則」や「⺟性優先の原則」といった独⾃の判断基準を産み出し、家庭への過剰介⼊を許すことになっ
てしまった。こういった家庭裁判所の独善を許してはいけない。 
・更に５項では、「裁判官は⼦に直接聞き取りをし、⼦が⾃由に⾃⾝の意向を表明する機会を保障しな
ければならない」と⼿続規制を設けた。現状は「親権」や「⼦の監護者」の指定など重要な決定を⾏う
にも関わらず裁判官は、⼦どもに直接聞き取りせず、親⼦を引き離すという⼈道上問題のある判断を下
している。これは、裁判官が⼦の顔を⾒ないがゆえに⾏えているとも⾔っていいのではないだろうか。
⼦どもの⼿続き参加は権限のある裁判官が聞き取りを⾏うことではじめて可能となる。裁判官に決定へ
の責任感を持たせるためにも、年齢に関わらず⼦どもが裁判官に直接意⾒表明する機会を保障する定め

 
る。……この制度は戦後の⺠法改正に際しては、新たな親権法の理念のなかで明確な位置づけを与えら
れることなく、旧来の制度を無批判的に受け継いだものとして登場した、と⾔わざるをえない。……⽴
法論としては、とくに⽗⺟間における親権と監護の分属といった構成を廃⽌する⽅向に傾かざるをえな
い。」との指摘が正鵠を得たものといえよう。」 
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とした。 
・「⼦どもの最善の利益」や「⼦どもの利益」「⼦どもの福祉」等の⽤語は、裁判所に裁量を委ねるた
めのマジックワードであり、実際基準を設けることが難しい。本来、⼦どもの利益を第⼀に考えられる
のは⽗⺟である、という前提からすれば、⽗⺟の判断に「⼦どもの利益」への⾔及をするのではなく、
裁判所が別の考慮基準で判断するのを避けるために、裁判所の判断の場合に限って「⼦どもの利益」と
いう⽤語を⽤いることにした。 
 

第⼋百⼆⼗⼀条（⼦の養育及び教育） 
１．⽗⺟は⼦の居所を指定することができる。 
２．⽗⺟が別居するとき、⼜は⽗若しくは⺟が求める場合は、⽗及び⺟の居所を⼦の居所に定めるこ
とができる。この場合、⼦は定期的に⽗⺟双⽅から、⼈的な関係及び直接の接触が可能な養育時間を
保障されなければならない。 
３．前項に関して⽗⺟間で合意できないときは、家庭裁判所が判断する。この場合、家庭裁判所は⼦
が⽗及び⺟と平等に過ごす機会及び時間を妨げてはならない。 
４．前３項による居所の指定は、両親の親権の効⼒に影響しない。 

 
○要点： 
・⼦の居所の指定と同時に養育時間を保障する。 
・家庭裁判所が養育時間の判断をする際には⽗⺟平等とする規制を設ける。 
 
○理由： 
・いわゆる「⼦の連れ去り」の問題を解決するための根源となる条項。３項において家庭裁判所が養育
時間の分担を判断する際には「⼦が⽗及び⺟と平等に過ごす機会及び時間を妨げてはならない」と判断
基準を設けた。これにより、例え連れ去りをしたとしても現状のような連れ去り勝ちによる監護の独占
にはならず、⽗⺟の平等な養育時間を保障する。なお、⼦の連れ去りに関しては、本条項をもとに迅速
な判断をすることや、連れ去り親の親権制限をする、適正に刑事罰を適⽤させるなどの付随する法の検
討が必要である。 
・平等な養育時間の保障が⾏われるため、居所指定の実質的な意味合いが軽くなり、複数の場所を含め
現状の所在地をどこにするか程度になる。 
・居所の指定は、同居していた⽗⺟が別居するときのほか、未婚の場合の⼦育てに関しても居所の指定
及び養育時間の定めが必要なことがあると想定し、⽗⼜は⺟が求める場合とした。養育時間に関する⽤
語は、⼦どもの権利条約９条３項を下敷きにした。 
 

第ｘ２条（親権を有さない者と世話） 
１．親権を有さずに⼦の⾝上の世話にあたっている者は、⼦の利益のために、⼦の⽇常の世話に関す
る事項を⾏うことができるものとする。 
２．親権を有さずに⼦の⾝上の世話にあたっている者（若しくはあたっていた者）、⼜は親権を有さ
ないが⼦と特別の関係にある者（若しくはあった者）の請求により、家庭裁判所は、⼦の利益のため
に必要があると認めるときは、⼦との⾯会及び交流を認め、また、⼦の⾝上の世話及び教育に必要な
事項について決定する権限を与えることができるものとする。 

 
○要点： 
・⼭⼝案を踏襲した。 
・主に、祖⽗⺟や、⼦と同居する⽗⺟のパートナー・再婚相⼿に「⽇常の世話」に関する法的権限を与
える。 
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○理由 
・⼦が祖⽗⺟や、別居後に⽗⺟のパートナー・再婚相⼿といった親権を有さない者と共に暮らすことは
よくある。そして、それらの⽅々が保育園のお迎えや、⾵邪等で病院に連れて⾏くことも、場合によっ
ては学校の保護者会に参加することもある。こういった⽇常の世話に関する法的権限を与え、不法な⼦
の確保とならないようにする。 
・２項は、⼭⼝によれば、祖⽗⺟、兄弟姉妹などの近親者、⾥親、養⼦縁組していない継親、⼦の世話
を⾏ったり、⼦と⽣活を共にしている者、いた者を想定している。 
・親権のない者が虐待等⼦どもの利益にならない⾏為で⼦の世話をすることがないよう「⼦の利益のた
めに」という⽤語を⼊れた。親権者は⼦どもの世話を委託している⽴場にあるので、「⼦の利益」に叶
うかどうかの優先的判断をすることもできる。 
 

第⼋百三⼗四条（親権⾏使の制限） 
１．親権者の養育及び教育が困難⼜は不適当であることにより、⼦の利益を害するときは、家庭裁
判所は、⼦、その親族、未成年後⾒⼈、未成年後⾒監督⼈⼜は検察官の請求により、その者の親権
の権限を必要な範囲で制限し、⼜は必要な処置をとることができるものとする。 
２．親権の全⾯的な制限は、親権者が虐待⼜は悪意の遺棄をした場合、その他親権者の養育及び教
育が著しく困難⼜は不適当である場合に限って認められるものとする。 
３．親権制限の原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本⼈⼜はその親族の請求によって、親権制
限の審判を取り消すことができるものとする 
４．親権が制限された⽗⺟は、⼦の利益を害する重⼤な理由がない限り、⼈的な関係及び直接の接
触が可能な養育時間を得ることができる。 

 
第⼋百三⼗五条（管理権喪失の審判） ★全て削除 

 
第⼋百三⼗六条（親権喪失、親権停⽌⼜は管理権喪失の審判の取消し） ★全て削除 

 
○要点： 
・⼭⼝案をもとに作成。４項は、⽔野案をもとにしている。 
・親権を有する⽗⺟は、親権制限されても親権を失わない。現状のような親権を喪失させる概念を無く
す。 
 
○理由： 
・実⽗⺟は、親権を制限されることはあっても親権の帰属は失わないという基本原則。 
・１項では、「親権の部分的な制限」、２項では、「親権の全⾯的な制限」を定める。 
・４項の親権⾏使が制限された⽗⺟の⾯会交流については、⼭⼝案では明記はされていないが、明記し
たほうがいいと考えたため、⽔野案をもとに追記した。この場合の⽤語は⼦どもの権利条約を下敷きに
した。 

 
３．２ 親続編／第三章第⼆節 養⼦ 
 

第七百九⼗五条（配偶者のある者が未成年者を養⼦とする縁組） ★全て削除 
 

第七百九⼗七条（⼗五歳未満の者を養⼦とする縁組） ★全て削除 
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第七百九⼗⼋条（未成年者を養⼦とする縁組） ★全て削除 
 
○要点： 
・未成年の⼦の普通養⼦縁組を廃⽌する。 
 
○理由： 
・国の法制審の議事録の中でも、養⼦縁組の中でも普通養⼦縁組について、⽒を同⼀とさせるための代
諾養⼦縁組（７９８条）の問題や、家の存続・相続を⽬的とした孫養⼦の問題が取り上げられている。
これは、⼦の養育のための特別養⼦縁組とは⽬的が異なる。 
・⼭⼝案で紹介されているが、国の親⼦法のグループの提案では、原則親族関係終了型とのことで、こ
れはつまり普通養⼦縁組を廃し、特別養⼦縁組のみとすることであり、⼭⼝案はその前提で作成されて
いる。 
・本草案作成にあたっても普通養⼦縁組の取り扱いについて検討をした。まず「親権」は婚姻関係に寄
らず、実⽗⺟が有し続ける権利義務であり、⼦が成⼈に達するまで基本的には奪われるものではない。
つまり未成年者に対する代諾養⼦縁組や孫養⼦の考慮が不要になる。 
・万⼀、⼦の⽒の変更をしたいのであれば７９１条を適⽤すればよい。 
・また、家の存続・相続を⽬的とした養⼦縁組をすることには様々な意⾒があると思うが、普通養⼦縁
組を廃⽌しないとすれば、成⼈に達した後に⼦本⼈が普通養⼦縁組の判断をすることになる。ただし、
法制審において様々な議論があるとおりで、普通養⼦縁組を廃⽌することも視野にいれる必要が本来あ
る。 

 
３．３ 親続編／第⼆章 婚姻 
 

第七百七⼗条（裁判上の離婚） 
夫婦の⼀⽅は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 
⼀ 別居合意から●年（ほか⼀定の期間）が経過したとき。 
⼆ 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 
三 配偶者の⽣死が三年以上明らかでないとき。 
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の⾒込みがないとき。 
五 その他婚姻を継続し難い重⼤な事由があるとき。 
２ 裁判所は、前項第⼀号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、⼀切の事情を考慮
して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 

 
○要点： 
・有責主義から破綻主義に変更する。 
 
○理由： 
・現状の裁判離婚は、配偶者が有責のときに提起できる規定となっている。この結果として、離婚裁判
では、いかに相⼿が悪いのかという悪⼝合戦が⾏われており、夫婦関係を更に悪化させることにつなが
っている。加えて、離婚裁判においても親権争いが繰り広げられることで争いが深刻化している。更に、
別居から三年程度が経過すると、有責事由が認められなくても強制的に離婚をさせられるという破綻主
義が実務では適⽤されている。 
・本草案では、婚姻状態に関わらず⽗⺟ともが親権を有するため、離婚しても親権は失われないため、
争いの要素が軽減される。つまり、離婚後も何とか⼦育てについては⽗⺟で協⼒していくことが求めら
れる。そう考えると、裁判離婚において、わざわざ夫婦の悪⼝合戦をさせる有責主義はそぐわない。こ
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のため、例えば別居合意から１年等⼀定の期間が経過したときに離婚の訴えができ、内容としては財産
分与などお⾦のみの解決をすることが望ましいと考えている。 
・既に１９９６年の法制審議会において有責主義から破綻主義への転換をする要綱案（参考３）がある
ものの、四半世紀を経過しており、現在の他国の事例も参考に精査する必要がある。 
 
 

第七百五⼗四条（夫婦間の契約の取消権） ★全て削除 
 
○要点： 
全て削除する。 
 
○理由： 
・養育計画等⽗⺟間の契約関係が、⼦どもの世話のためには必要な場合がある。夫婦間の契約を有効に
する必要がある。 

 
 
４ ⺠法改正に付随・並⾏して整備すべきと考える法・ガイドライン 
⺠法改正に付随・並⾏して整備すべきと考える法・ガイドラインについて付記する。以下列挙するもの
が、⺠法改正と同時に全て⾏うことができるとも思えない。男⼥平等の⼦育てができるよう中期計画づ
くりをするとともに、柔軟な法改正提⾔ができるように統括機関を設けることも必要。 
 
分類 項⽬ 内容 
配偶者への
暴⼒ 

配偶者への暴⼒への対
処 

配偶者への暴⼒をどのように抑⽌していくのか並⾏して検
討・整備が必要。この場合、現在⼥性のみを被害対象とする
政策が、むしろ男⼥間の対⽴を強め暴⼒を誘発していること
に⽬を向ける必要がある。実態に合わせ、男⼥平等な介⼊が
暴⼒の抑⽌には⽋かせない。また、警察で⾨前払いとされる
のでは無く、刑事的⼿続が取られ、更に配偶者への暴⼒の有
無の事実認定に関する不⽑な⽔掛け論がいつまでも続かない
ようにしなければならない。更に、密室で⾏われることであ
るため、事後対処だけではなく、親密な関係を築く家族教育
⽀援なども検討が必要。 
（参考５）DV 施策における男⼥平等を求める意⾒書 

家族⽀援 家族教育⽀援 離婚・別居以前に、結婚・出産する前から男⼥が親密な関係
を築き、どう対⽴や葛藤を乗り越えるのかなど家族教育⽀援
なども検討が必要。 

家族相談⽀援 家族内で困った時に適切な相談先が無いことが分かってい
る。男⼥平等に家族内で困った時に相談でき、ワンストップ
で多様なニーズに応じる相談機関を整備する。また、ひとつ
の家族全体を視野に⽀援サービスを調整する⽀援者の育成が
急務。 

養育計画の合意⽀援 ADR やメディエーションなど、包括的な養育計画の合意⽀
援をする機関への予算を拡充させる。 

養育計画のガイドライ
ン化 

養育計画をゼロベースで作成することは⽗⺟双⽅にとって負
担が⾼いことが想定される。 
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このため、検討視点やパターン化をした中から選択・カスタ
マイズできるようなガイドラインを作成する。なお、こうい
ったガイドライン化を進めることで、ITシステム化などによ
り効率的な合意⽀援が期待できる。 

⼦育て経済的⽀援 所得制限無く「⼦どもに対するベーシックインカム」、「⾼
等教育までの教育無償化」など。 
その⼀⽅で、児童扶養⼿当など対象をひとり親に限定した、
逆差別的⽀援策は段階的に廃⽌し、親の数に関わらず、公平
に必要な⽀援が受けられるようにする。 

別居 
・実⼦誘拐 

別居時の速やかな処理 別居時に養育分担協議が⾏われないときなど、協議命令と暫
定的な共同監護命令が速やかに出せるような施策が必要。 

実⼦誘拐への対処 実⼦誘拐は違法⾏為であるため、親権の制限をされる、刑事
罰の適正適⽤（「連れ戻し」のみを刑法の対象とする運⽤は
不適正）等の検討が必要。⼦の引き渡しがなされない場合も
同様。 

⾯会交流をしたくない
養育放棄親の考慮 

養育放棄親に対して⾯会交流命令を発出するなどの考慮が必
要。共同監護の原則化は社会的な抑⽌として働く。 

移⾏ 現状の親権状態からの
移⾏ 

養育上問題のない親の親権回復⽀援。⼦の監護者の指定の廃
⽌。 

別居・親権状態差別の
禁⽌ 

⼦と別居状態・⼦の監護者が指定された状態・離婚により既
に親権を失った状態の別居ひとり親と、同居ひとり親との差
別を公的機関・教育機関において禁⽌する。 

共同親権 
担保法 

共同親権を社会的に担
保する法整備・⾏政運
⽤の変更 

現状は婚姻中共同親権にも関わらず共同での意思決定証跡が
求められることは無い。共同親権を保障するためにも、⽗⺟
双⽅の権利を担保する法整備が必要。 
具体例としては、学齢簿において⽗⺟欄をつくる、受験の申
込書・パスポートの取得・海外渡航の承諾に⽗⺟が必要、特
典航空券など⽒を同じくしない⼦の航空券を取得できる等。 

共働き⽀援 復職⽀援 ３号被保険者、配偶者控除といった、⼥性が働くことを抑制
させる制度を撤廃するとともに、復職を後押しする⽀援を⾏
う。 

男⼥平等の育休推進 男⼥ともが同じ期間の育児休業を取得することが、最も税控
除がされるなど、男⼥平等の育休が進むようにする。 

⼦育て期間中のパート
タイム勤務切り替え 

⼦育て期間中の⽗⺟がフルタイム勤務からパートタイム勤務
を柔軟に切り替えが可能な雇⽤制度を導⼊。ワークシェアリ
ングを進め、正社員はフルタイム勤務と残業が当たり前の働
き⽅から脱却をする。 
企業経営者視点に⽴つと、社員による不正を抑⽌すること
や、効率的な⼈員配置を⾒出すためにもワークシェアリング
は有効。 

本⼈の同意がない転勤
命令の制限 

少なくとも⼦育て期間中の親については、本⼈の同意がない
転勤命令を制限する。 

婚姻費⽤の抜本的⾒直
し及び国による⾃⽴⽀
援 

婚姻費⽤は性別役割分業夫婦を前提に、専業主婦が⼀⽅的に
離婚を要求されて⽣活困難に陥らないようにするという意義
があったものと考えられるが、男⼥平等の社会参画が推し進
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められる中で明らかに時代に合わなくなる⼀⽅、離婚条件の
交渉材料にされるという悪⽤ばかりが⽬⽴つようになってい
る。 
破綻主義を前提に、少なくとも離婚準備期間に⼊った夫婦間
においては、婚姻費⽤の請求権はないことを明確にすべきで
ある。⾃⽴に向けて必要な⽀援は、離婚しようとしている夫
婦間に義務を負わせるのではなく、国が責任をもって⾏わな
ければならない（柔軟かつ低利の個⼈向け融資制度等を含
む） 

担当官庁 共同親権が推進される
よう企画⽴案を⾏う 

共同親権の社会実装推進をするミッションを負う担当局・課
を設置する。なお、ガバナンスの視点から、本件を担う局・
課は裁判官及び判検交流による検察官が中核を担わない⼈事
とする必要がある。 

家裁の機能監視に資す
る基礎データの整備・
公表を⾏う 

家裁において、親⼦分断や不当な判断が⾏われていないか外
部から監視できるようにするため、養育分担時間の定めの把
握など統計情報を正確に把握し、公表する。 

親⼦の証明 
住⺠の登録 

⽒が異なっても親⼦関
係を証明できる制度・
差別が産まれない制度
に 

従来、基本的に親⼦は⽒が同じであることから様々なシーン
で、⽒を同じくする⼤⼈と⼦どもを“なんとなく親⼦”とみな
していた。しかしながら、婚姻外の共同親権とすることで、
⼦と⽒が異なる親権者が居ることが当たり前になる。つま
り、親⼦関係を公的に簡易に証明する⽅法・記載が必要にな
る。例えば、⼦の出⽣登録、社会保障登録に、親権者を表⽰
することが考えられる。 
また、⼾籍制度に視点を向けると、婚姻外の⼦は⽗⺟どちら
かの⼾籍に属することになり、形式上かもしれないが、⽗⺟
間で地位の差が産まれることになる。場合によっては「家の
⼦」を主張するために、どちらの⼾籍に⼊るのかという争い
が産まれることも考えられる。 
婚姻内外の⼦の権利の平等の視点に⽴つのであれば、基本的
に世帯や⼾籍に寄らず差別が⽣じない制度、つまり現⾏の世
帯単位制度（⼾籍、住⺠票）から出⽣・結婚など法的⾝分の
変動を登録する個⼈単位制度に移⾏することが望ましい。
（家の⼦や夫婦間の⼀体性を明⽰するために、同姓を結婚の
要件にすることも共同親権のもとでは維持する必要性が乏し
くなる）。 
 
なお、コロナ禍で明らかになったが、国からの給付を“世帯”
に⾏うことで、「給付の⼿間の増⼤」と「住⺠登録上の住所
に居住しない者に給付されない」といった問題を産んだ。社
会効率の視点から⾒ても、個⼈単位の登録制度をベースとし
たほうが、全体コストが下がる。 
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あとがき 〜私たちが実現したい社会〜 
 
⼿づくり⺠法・法制審議会の発⾜ 
 
 昨年２０２１年から法務省は学者や識者を招集し、家族法制の⾒直しを掲げて、現在の親権制度の改
⾰案を議論しはじめた。この夏には中間試案を公表し、パブリックコメントを募ることが報じられてい
る。 
 私たちは、⼿づくり⺠法・法制審議会という有志の集まりである。法務省の法制審議会委員は、２３
⼈中４⼈が法務省⺠事局、裁判官からなり、幹事においては過半が官僚である。諮問するほうが諮問さ
れるほうで法を作るという官製委員会である。昨年の法制審議会の議論を⾒て、現⾏制度を維持しなが
ら国際的な批判をかわすための体裁を整える事務局側の狙いが明らかだったため、私たちは独⾃の議論
の必要性を感じ、⼈権や男⼥平等の観点から国の法制審議会に勧告を出し続けていた。 
 というのも、私たちの多くは、男⼥の別れをきっかけに、⼦どもと引き離される経験を持っているか
らだ。私たちはそのつらい経験の中から、司法や法制度による⼈権侵害や不平等について考えるように
なった。それに対し声をあげる中で、多くの識者や専⾨家、また多様な⽴場の「当事者」と呼ばれる、
⽣きづらさを抱える⼈たちと議論する貴重な機会を得た。この貴重な機会を⽣かすべく、私たちは、私
たちにしかできない現場⽬線の⺠法草案の取りまとめを試みた。 

⼀⽅、⺠間の有識者や法律家たちは、⺠間法制審の中間案を公表している。彼らの中間案は、実⼦誘
拐や親⼦引き離しについて、国の法制審が解決し、むしろそれらを合法化する危険性について警鐘を鳴
らす。それらの指摘は多く的を得ている。婚姻外の単独親権制度という現⾏の政策に対し、⼀部の⼈権
への配慮を⽰しつつ、離婚後の秩序を国際⽔準に合わせ定めるということは⼀定の評価に値する。 

ただし、実は諸外国は biological parent（実⽗⺟）と⼦との関係を保障するために親権が規定されて
いるため、「婚姻」と「親権」とは分離されている。⾔い換えると、「実親」と「実⼦」との関係を規
定しているのが諸外国の「親権」であり、だからこそ婚姻状態に関わらず「実親」が「親権」を有し、
剥奪されるような場合は例外である。 
こういった“そもそも親権とは何なのか”という、⼀般市⺠の誰もが共通認識を持てる概念の前提を置
かなければ、「裁判所は⼦から親、親から⼦を奪うことができるのか」という、誰もが頭に浮かぶ疑問
への回答に答えることは困難である。 
 
 
親の道徳感とみなし⼦の⽣産社会 
 
 「⼦どもの最善の利益」を共同親権が確保するという議論は、共同親権を求める⼈々の中に根強くあ
る。⼀⽅で、家庭裁判所が親⼦を引き離してきた理由付けもまた「⼦どもの福祉」である。これらは、
共同親権であれ単独親権制度であれ、どのような親が⼦どもにとってふさわしいかを社会の道徳観が決
めてよい、という点で共通する。 
 ⼀⽅、私たちの中には現在、単独親権制度の違憲性を主張し、国を訴えている者もいる。その主張は、
⼦どもにとって何が利益かをまずもって判断するのは親であり、そのために親権という様々な権限と義
務が法律によって定められるというものだ。もちろん、親も⼦も国や地域あるいは⾎縁関係の中で⽣き
ていて、何が⼦どもにとって利益かという判断は、親によってさまざまに違う。しかし、国が親に先⽴
ってその判断の是⾮をすることを許せば、親による⼦育てが国の判断でできなくなっても、⽂句は⾔え
ない。 
 私たちの中には、「⼦育て改⾰のための共同親権プロジェクト基本政策提⾔書」の策定に関わった者
もいる。その議論の中でも、親の権利と養育責任の明確化、そして単独親権制度の廃⽌を、基本政策と
して掲げた。単独親権制度の廃⽌という⾔葉は強いが、婚姻外においては、単独親権しか許されない制
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度を廃⽌することによって、双⽅の親による⼦育てという原則が明確になる。⼀⽅、親による養育責任
だけを強調すれば、社会環境の中で⼦育てができない親を、不適格な親として養育から排除することを
やはり許してしまう。 

国の法制審の議論は、⼦育ての第⼀義的な責任が⽗⺟にあることすら軽視している。⼀⽅、⺠間法制
審の中間試案では、「親⼦⽔⼊らず」を強調することで、家族の負担が⾼まることになってしまわない
か私たちは気にかけている。道徳感として養育環境を⼗⼆分に整えられない親は、⼦育てをする資格が
ないとみなされてしまわないだろうか。 

⼦どもが両親と過ごし成⻑する権利は、国の法制審では議論すらされたことがない。これらは、親ど
うしが⼦どもへの関与を⽰さない場合、みなし⼦を量産することを制度的に許すことにもつながる。養
⼦縁組の斡旋に努める NPO のリーダーが、これを可能とする共同親権制度に強⼒に反対するのはその
ためである。 

⼀⽅、親の権限強化だけを強調すると、児童虐待が蔓延する中、⼦どもの権利を損なう親の判断も許
容されてしまうという危惧もある。もちろん、⼦どもを親とは別の⼈格として認めない様々な⾏為は、
今⽇その意識の⾼まりとともに虐待として指摘されるようになっている。そのために必要な国の介⼊も
適切になされるべきだ。 

しかし、家族の「⾃⼰責任」が強調される中、親の権利が曖昧なままでは、その権限を制約する適正
な⼿続きも保障する必要性は低く、結果的に児童虐待への司法介⼊が諸外国に⽐べて極端に少ない⼀⽅
で、⾏政介⼊に⻭⽌めがかからない原因となっている。そのまま⼦どもと⽣き別れてしまうことも社会
問題として指摘されている。周囲に後ろ指を指されないようにびくびくしながら⼦どもを育てる姿を、
多くの家族で⾒ることができる。例えば少々活発な⼦どもを、育てにくい⼦として、多動や ADHA の
ラベルづけを⾏い療育機関に通わせるように学校が親に求め、その結果として⽗⺟の意⾒相違が⽣じた
時に、耐えられない家庭は離婚などによって破綻する。 

 
「親は⼦どもに親にさせられる」 
 

⼦どもとともに過ごすことによって、育まれる親としての実感・喜びのない⼦育ては権利とは呼びが
たい。しかし、⼦育ての権利性を認めない社会は、養育費だけ払えば責務を果たしたという、⼦どもに
とっては通⽤しない理屈で、寂しさを抱える⼦どもたちへの配慮が著しく⽋けている。 

親が⼦どものためにする判断は、⼦どもが親と過ごす中で得られる安⼼できる幼年時代を親や周囲が
確保する中で、はじめて権利として意味を持つ。⼀⽅、国がその権利を認めるならば、親の不適切な⾏
為に対してペナルティを課すだけでなく、⼦育てを権利と感じるだけの養育環境を、国が整える責務が
⽣じる。国の責任放棄が問われないようにするために、親の権利を否定し家族に責任だけ押し付けたと
ころで、⼦どもは笑顔になれはしない。 

 
結婚はぜいたく、家族は苦役 
 
 私たちが⽬指しているのは、国と地域と家族が、それぞれ得意なことを出し合いながら、多くの⼈に
⾒守られる中で⼦どもが育つ社会である。その社会では、地域に⼦どもの姿が当たり前に⾒られ、⼦ど
もの笑い声を「騒⾳」と迷惑がったりしない。今⽇では、社会で⼦どもを育てることを社会的養護と呼
んだりする。しかしそれが、親を排除することで実現するなら、それは「みなし⼦」⽣産社会に過ぎず、
⼦どもの笑顔は期待できない。 
 何よりも、親にだけ⼦育ての責任が押し付けられる社会では、親は必死で養うためのお⾦を稼がなけ
ればならず、効率性を維持するための性役割的な⼦育て体制に適応するしかない。こういった家族と社
会のあり⽅は、国の⼒を増すことで富を分配できていた時代には妥当性があったかもしれない。戦争や
経済成⻑は、「男は仕事、⼥は家事育児」という画⼀的な家族モデルに適合的で、夢を持った⼈たちは
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都会に居場所を求め、結婚すれば団地がその場を提供した。それが「正社員的な家族」のあり⽅であり、
「⼊籍」と呼ばれる結婚は、称号として機能した。 

家族法もまた、⾃⾜的な家族モデルに適合的な規範を維持すれば⽤が⾜り、それ以外の家族のつなが
りは軽視した。家族のつながりを絶って顧みない単独親権制度は、個⼈個⼈が家族のつながりよりも、
国に奉仕する家族の形に個⼈を適⽤させるために、必要なものでもあった。このことは、富国強兵を⽬
指した時代の明治⺠法の制定経緯からも明らかである。 

ところが、このような家族モデルを今⽇得られるのは⼀握りの勝ち組である。⺠間法制審は、⼦ども
を連れ去られるとわかっていたら、男は怖くて結婚できないと指摘する。それは⼀⾯では正しいが、⽣
涯未婚率が向上している現代において、統計から⽣涯未婚率と男性の年収に関係があることが分かって
いる。⾼年収でない限り結婚ができない、つまり（⼥性の側からはそういった男性をつかまえられたと
いう⾯でも）結婚は勝ち組の特権であり、ぜいたく品と化したことが、男⼥ともに若者たちが結婚し家
族を持つことを敬遠する理由だ。経済成⻑が期待できず、所得も上がらず家族もまた分配にありつけな
くなった時代、特定の家族モデルに全ての個⼈を当てはめるのは限界がある。 

法律婚をして⼦どもをもつのが⼀⼈前の証。同⼀姓の⼾籍はその称号。第３号被保険者や配偶者控除
で主婦を家庭に抱え込み、男に稼ぎを期待する。離婚には次の形を整えるために、単独親権で家族のつ
ながりを絶つ対応がなされた。⼦どもが⼆つのイエ（⼾籍）に所属する共同親権は都合が悪いからだ。
形を壊すのは社会的な落伍を意味するから、DV やモラハラがあっても耐え忍ぶ。この家族モデルは、
常に落伍の恐怖を抱えながらストレスを再⽣産する、不安醸成装置であり、家庭⽣活は苦役にほかなら
ない。 
 
安⼼が得られる結婚、⼦育て 
 
結婚に積極的な意味をこれから求め続けるとするなら、多分今のままだと無理だろう。こういった結

婚制度の内実がわかって、今時進んで希望する若者が多いとは思えない。離婚後の共同親権を定めて実
⼦誘拐を禁⽌することだけでは、状況はさほど変わらないのではないか。 
結婚は、⼾籍によって制度化されたイエと密接に結びついている。結婚はイエとイエの結婚だから個
⼈の勝⼿で離婚は本来許されない。しかし結婚も離婚も、個⼈が幸せになるための選択＝権利だとする
ならば、私たちはそれがともに安⼼を得られるものでなければならないということに気づく。⼊籍する
ことで⼀体感を求められ、団体の中は実⼒⾏使で⼒の強いものの意⾒が通り、後は同調圧⼒でみんなが
従う。⾔うことを聞かなければ仲間外れにして排除する。それは何も家族に限らず、⽇本の多くの組織
で⾒られる特徴だろう。 

しかし、元々夫婦であっても、そして親⼦であってすら、⼈格を別にするという点で、家族は他⼈で
ある。元々意⾒や考えが違う者同⼠が共同⽣活を営むことを選ぶのが結婚なら、それを前提にした意思
決定や問題解決の仕⽅を国が⽤意しておかなければ、家庭⽣活⾃体が常に不安にさいなまれるのは当た
り前すぎる帰結だ。 
この点、⽇本の⺠法は婚姻中のみに共同親権を付与して、⼦どもがいる場合における共同意思決定を

法律で定めている。しかし、⼦育ての場として家庭が期待されながら、平等な⼆者どうしの意⾒が分か
れた場合の解決⽅法が規定されていないため、意思決定が不能に陥る。そして離婚して⼀⽅から意思決
定をはく奪することしか法的には⽤意されていない（単独親権制度）。共同親権は親権の調整規定があ
ってはじめて機能する。この点についての規定がない⽇本の⺠法は、世界的に⾒ても類を⾒ないもので
あり⽋陥制度である。しかしそれが可能なのは、共同親権もまた姓と同様、結婚の称号だからにほかな
らない。 

 
地域に⼦どもを取り戻そう 
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私たちは、⼾籍（イエ）制度に取り込まれた結婚を、個⼈の権利の問題として捉えなおすことが最低
限求められると考える。家庭を⼤事に個⼈の考えはもちろんあってしかるべきだが、その道徳を法によ
って個⼈に押し付けるのは本末転倒である。婚姻外の単独親権規定を廃⽌することによって、婚姻内外
問わず共同親権を原則とすることが、法的には、個⼈間のパートナーシップへの国の⽀援のあり⽅とし
て求められる。⼾籍は本来家族関係を登録するための⼿続きにほかならない。ここで代替的な登録⽅法
を提案するのが⽬的ではないが、⼿続きのために個⼈間の家族関係を法的に定めるのもまた、本末転倒
である。 
この点、国の法制審の事務局提案は、この本末転倒な理論によって⺠法改正案を考案することを⽬的

としている。もとより、１９４７年に⽇本国憲法に適合的に応急的に定められた暫定⺠法（⽇本国憲法
の施⾏に伴う⺠法の応急的措置に関する法律）（参考４）は、すべての⼦どもが親の保護を受けられる
ために、婚姻内外問わず共同親権を適⽤している。共同親権が両性の平等と個⼈の尊重に適合的な制度
であることは、７５年前にすでに法務・司法当局によって確認されていたことである。原則に⽴ち返る
べきことだ。 
このことによってはじめて、国も世帯単位ではない、個⼈や家族的関係に対する配慮や⽀援がしやす

くなる。出⽣や結婚など、個⼈の法的地位の誕⽣や変動、個⼈間のパートナーシップに対して、届け出
を受理するという形で⾃治体が選別して登録を制限することは、個⼈のための登録⼿続きという観点か
らすれば、やはり本末転倒だ。 
結婚によって家庭を築くことや、離婚・未婚時には共同親権を確保して、親の⼦育てが権利となる環
境を整えることは、国の責務であり、法整備はそれよる⽀援の⼀環である。⼦どもは⼤⼈のように⾃活
することはできない。しかし⼀個の⼈格としての⼦どもに⽬を向ければ、⼦どもが⽣きていくのに必要
な資⾦を提供することもまた、⼦どもの成⻑に必要なことであり、健やかな家庭⽣活を営むにおいて望
ましい。 

⼀⽅、親だけでなく、地域的なつながりの中で⽣きていくことも⼦どもの成⻑において必要である。
現在、⼦育てをする際、⼦どもは親の仕事、つまり社会的な⽣産活動の邪魔者としてしかとらえられて
おらず、保育園や学童保育などに隔離される傾向がある。その結果、都会や⽥舎双⽅で⼦どもは地域か
ら姿を消している。親が⼦どもを抱えきれなくなれば、更に児童相談所から児童養護施設へと収容が進
む。 

親が男⼥ともに、⼦育ての経済的な負担から解放されることによって、親には⼦どもに直接⽬をかけ
る時間が⽣まれる。必死で稼ぐ必要もないので、男性が育休をとる環境も整えられる。特に⼦どもが⼩
さい場合、その時間はかけがえのないものだ。もちろん、経済的な余裕が⽣まれることによって、親は
保育所も含めて⼀時的な委託先（親類、知⼈、ベビーシッターも含めて）を活⽤することもできるし、
時間的な余裕は、社会活動や⼦育てに必要な⼈のつながりを形成する機会を得ることもできる。それは
地域が⼦育てしやすい環境へと変わっていくきっかけになるだろう。 

親だけが⼦育てをするのではない。⼤⼈たちは、たとえ⾃分に⼦どもがいなくても、⼦どもが⾝近に
いることによって、学び成⻑する機会を得られる。それは弱者にやさしい地域づくりにもなり、地域の
活性化の⼀助ともなる。それは⼦どもに国が投資するにおいて、社会的な合意を育む基盤となる、環境
整備でもある。 
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参考 
◆参考１ 現⾏⺠法＜親権＞ 
第四章 親権 
第⼀節 総則 
（親権者） 
第⼋百⼗⼋条 成年に達しない⼦は、⽗⺟の親権に服する。 
２ ⼦が養⼦であるときは、養親の親権に服する。 
３ 親権は、⽗⺟の婚姻中は、⽗⺟が共同して⾏う。ただし、⽗⺟の⼀⽅が親権を⾏うことができない
ときは、他の⼀⽅が⾏う。 
（離婚⼜は認知の場合の親権者） 
第⼋百⼗九条 ⽗⺟が協議上の離婚をするときは、その協議で、その⼀⽅を親権者と定めなければなら
ない。 
２ 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、⽗⺟の⼀⽅を親権者と定める。 
３ ⼦の出⽣前に⽗⺟が離婚した場合には、親権は、⺟が⾏う。ただし、⼦の出⽣後に、⽗⺟の協議で、
⽗を親権者と定めることができる。 
４ ⽗が認知した⼦に対する親権は、⽗⺟の協議で⽗を親権者と定めたときに限り、⽗が⾏う。 
５ 第⼀項、第三項⼜は前項の協議が調わないとき、⼜は協議をすることができないときは、家庭裁判
所は、⽗⼜は⺟の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。 
６ ⼦の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、⼦の親族の請求によって、親権者を他
の⼀⽅に変更することができる。 
第⼆節 親権の効⼒ 
（監護及び教育の権利義務） 
第⼋百⼆⼗条 親権を⾏う者は、⼦の利益のために⼦の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 
（居所の指定） 
第⼋百⼆⼗⼀条 ⼦は、親権を⾏う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。 
（懲戒） 
第⼋百⼆⼗⼆条 親権を⾏う者は、第⼋百⼆⼗条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその⼦を
懲戒することができる。 
（職業の許可） 
第⼋百⼆⼗三条 ⼦は、親権を⾏う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。 
２ 親権を⾏う者は、第六条第⼆項の場合には、前項の許可を取り消し、⼜はこれを制限することがで
きる。 
（財産の管理及び代表） 
第⼋百⼆⼗四条 親権を⾏う者は、⼦の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律⾏為についてその
⼦を代表する。ただし、その⼦の⾏為を⽬的とする債務を⽣ずべき場合には、本⼈の同意を得なければ
ならない。 
（⽗⺟の⼀⽅が共同の名義でした⾏為の効⼒） 
第⼋百⼆⼗五条 ⽗⺟が共同して親権を⾏う場合において、⽗⺟の⼀⽅が、共同の名義で、⼦に代わっ
て法律⾏為をし⼜は⼦がこれをすることに同意したときは、その⾏為は、他の⼀⽅の意思に反したとき
であっても、そのためにその効⼒を妨げられない。ただし、相⼿⽅が悪意であったときは、この限りで
ない。 
（利益相反⾏為） 
第⼋百⼆⼗六条 親権を⾏う⽗⼜は⺟とその⼦との利益が相反する⾏為については、親権を⾏う者は、
その⼦のために特別代理⼈を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 
２ 親権を⾏う者が数⼈の⼦に対して親権を⾏う場合において、その⼀⼈と他の⼦との利益が相反する
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⾏為については、親権を⾏う者は、その⼀⽅のために特別代理⼈を選任することを家庭裁判所に請求し
なければならない。 
（財産の管理における注意義務） 
第⼋百⼆⼗七条 親権を⾏う者は、⾃⼰のためにするのと同⼀の注意をもって、その管理権を⾏わなけ
ればならない。 
（財産の管理の計算） 
第⼋百⼆⼗⼋条 ⼦が成年に達したときは、親権を⾏った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければ
ならない。ただし、その⼦の養育及び財産の管理の費⽤は、その⼦の財産の収益と相殺したものとみな
す。 
第⼋百⼆⼗九条 前条ただし書の規定は、無償で⼦に財産を与える第三者が反対の意思を表⽰したとき
は、その財産については、これを適⽤しない。 
（第三者が無償で⼦に与えた財産の管理） 
第⼋百三⼗条 無償で⼦に財産を与える第三者が、親権を⾏う⽗⼜は⺟にこれを管理させない意思を表
⽰したときは、その財産は、⽗⼜は⺟の管理に属しないものとする。 
２ 前項の財産につき⽗⺟が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったと
きは、家庭裁判所は、⼦、その親族⼜は検察官の請求によって、その管理者を選任する。 
３ 第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、⼜はこれを改任する必要
がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。 
４ 第⼆⼗七条から第⼆⼗九条までの規定は、前⼆項の場合について準⽤する。 
（委任の規定の準⽤） 
第⼋百三⼗⼀条 第六百五⼗四条及び第六百五⼗五条の規定は、親権を⾏う者が⼦の財産を管理する場
合及び前条の場合について準⽤する。 
（財産の管理について⽣じた親⼦間の債権の消滅時効） 
第⼋百三⼗⼆条 親権を⾏った者とその⼦との間に財産の管理について⽣じた債権は、その管理権が消
滅した時から五年間これを⾏使しないときは、時効によって消滅する。 
２ ⼦がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において⼦に法定代理⼈がないときは、前項の
期間は、その⼦が成年に達し、⼜は後任の法定代理⼈が就職した時から起算する。 
（⼦に代わる親権の⾏使） 
第⼋百三⼗三条 親権を⾏う者は、その親権に服する⼦に代わって親権を⾏う。 
第三節 親権の喪失 
（親権喪失の審判） 
第⼋百三⼗四条 ⽗⼜は⺟による虐待⼜は悪意の遺棄があるときその他⽗⼜は⺟による親権の⾏使が著
しく困難⼜は不適当であることにより⼦の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、⼦、その親族、
未成年後⾒⼈、未成年後⾒監督⼈⼜は検察官の請求により、その⽗⼜は⺟について、親権喪失の審判を
することができる。ただし、⼆年以内にその原因が消滅する⾒込みがあるときは、この限りでない。 
（親権停⽌の審判） 
第⼋百三⼗四条の⼆ ⽗⼜は⺟による親権の⾏使が困難⼜は不適当であることにより⼦の利益を害する
ときは、家庭裁判所は、⼦、その親族、未成年後⾒⼈、未成年後⾒監督⼈⼜は検察官の請求により、そ
の⽗⼜は⺟について、親権停⽌の審判をすることができる。 
２ 家庭裁判所は、親権停⽌の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると⾒込まれる期間、
⼦の⼼⾝の状態及び⽣活の状況その他⼀切の事情を考慮して、⼆年を超えない範囲内で、親権を停⽌す
る期間を定める。 
（管理権喪失の審判） 
第⼋百三⼗五条 ⽗⼜は⺟による管理権の⾏使が困難⼜は不適当であることにより⼦の利益を害すると
きは、家庭裁判所は、⼦、その親族、未成年後⾒⼈、未成年後⾒監督⼈⼜は検察官の請求により、その
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⽗⼜は⺟について、管理権喪失の審判をすることができる。 
（親権喪失、親権停⽌⼜は管理権喪失の審判の取消し） 
第⼋百三⼗六条 第⼋百三⼗四条本⽂、第⼋百三⼗四条の⼆第⼀項⼜は前条に規定する原因が消滅した
ときは、家庭裁判所は、本⼈⼜はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停⽌⼜は管理権喪
失の審判を取り消すことができる。 
（親権⼜は管理権の辞任及び回復） 
第⼋百三⼗七条 親権を⾏う⽗⼜は⺟は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、
親権⼜は管理権を辞することができる。 
２ 前項の事由が消滅したときは、⽗⼜は⺟は、家庭裁判所の許可を得て、親権⼜は管理権を回復する
ことができる。 
 
 
◆参考２ ⺠法学者による家族法（親権法）改正案 

参考２−１ ⽔野紀⼦ 親権法条⽂素案 
「家族法の改正に向けて（下）⺠法改正委員会の議論の現状」（2006）ジュリスト（No.1325）P.159 
 
(監護及び教育の権利義務) 
M-1 条 親権を⾏う者は、⼦の利益のために,⼦の監護及び教育をする義務を負い,権利を有する｡ 
 
(親権者) 
M-2 条 成年に達しない⼦は、⽗⺟の親権に服する。 
2 ⼦が養⼦であるときは,養親の親権に服する。但し,養親と⽗⺟の⼀⽅が婚姻中は,夫婦が共同してこれ
を⾏う。 
3 親権は⽗⺟が共同してこれを⾏う。但し、⽗⺟の⼀⽅が親権を⾏うことができないときは,他の⼀⽅が,
これを⾏う。 
4 ⽗が認知した⼦に対する親権は、⽗が⺟の同意を得て⼾籍に共同親権⾏使の届け出をしたときに限り,
⽗⺟が共同してこれを⾏う。 
5⽗⺟が親権⾏使の事務について協議が調わないとき,⼜は協議をすることができないときは,家庭裁判所
は,⽗若しくは⺟の請求⼜は職権によって,親権⾏使の態様を定めることができる。 
M-3 条 協議上の離婚をするときは,その協議で,親権⾏使の態様を定めなければならない。 
2裁判上の離婚の場合には,裁判所は,親権⾏使の態様を定める。 
⽗⺟が別居しているときは、⽗若しくは⺟の請求⼜は職権によって,家庭裁判所は⼀⽅の⽗⺟の親権の全
部⼜は⼀部を停⽌させ、また停⽌させた親権を復活させることができる。 
親権を停⽌された⽗⺟は、⼦の利益を害する重⼤な理由がない限り,⼦と⾯会及び交流をすることができ
る。 
 
(祖⽗⺟等の⾯会交流) 
M-4 条 祖⽗⺟は、⼦の利益に反しない限り,⼦と⾯会及び交流をすることができる。家庭裁判所は,⼦
の利益に必要な場合には,⼦の養育にかかわる正当な利益をもつ第三者の請求によって、第三者と⼦の⾯
会及び交流に必要な措置を命じることができる。 
 
(体罰の禁⽌) 
M-5 条 ⼦は暴⼒によらず教育される権利を有する。 → （懲戒権削除） 
 
(利益相反⾏為) 
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M-6 条 親権を⾏う⽗⼜は⺟とその⼦との利益が相反する⾏為については、親権を⾏う者は,その⾏為の
許可を家庭裁判所に請求しなければならない。 
2 親権を⾏う者が数⼈の⼦に対して親権を⾏う場合において,その⼀⼈と他の⼦との利益が相反する⾏為
については,親権を⾏う者は、その⾏為の許可を家庭裁判所に請求しなければならない。 
3 家庭裁判所は,当該利益相反⾏為が⼦の不利益になる場合には,その⾏為を許可しない。 
4 家庭裁判所の許可を得ずになされた利益相反⾏為は,無効とする。 
 
(相続財産の管理) 
M-7 条 親権を⾏う⽗⺟は,⾃⼰の管理下にある,⼦が死亡を原因として取得した財産を処分するにあたっ
て,家庭裁判所にあらかじめ許可を得なければならない。 
 
(親権の失権及び委譲) 
M-8 条 ⽗⼜は⺟が,親権を濫⽤し,⼦を放置することによって,⼦の⾝体的、精神的健康を危うくしたとき
は,家庭裁判所は,⼦⼜は⼦の養育にかかわる正当な利益をもつ者からの請求若しくは都道府県知事から
の請求⼜は職権によって,その親権の全部若しくは⼀部を失権させ、⼜は⼦を養育する者若しくは都道府
県知事に委譲させることができる。 
 

参考２−２ ⽝伏由⼦ 親権法改正私案 
「親権・⾯会交流権の⽴法課題」家族＜社会と法＞（2010）（26）PP.35-50 
 
818 条 親権者 
1.親権は⼦の利益を⽬的として⼦の養育,教育及び財産の管理を⾏う義務及び権利である。 
2.⽗⺟は未成年の⼦に対する親権を有する。 
3.養親は養⼦に対する親権を有する。 
 
818-1 条 親権の⾏使 
1.⽗⺟は親権を共同して⾏う。ただし、⼦の⽇常⽣活に関する事項については、⽗⺟が単独で親権を⾏
使する。 
2.⽗⺟の⼀⽅が親権を⾏うことができないときは、他の⼀⽅がこれを⾏う。 
3.⽗⺟間で親権⾏使について不⼀致があるときは、⼦の利益に必要な場合に限り家庭裁判所が⽗⺟の⼀
⽅に決定権を委ねることができ 
 
819 条 ⽗⺟の離婚の場合(766 条は廃⽌する) 
1.⽗⺟が協議上の離婚をするときは、その協議により、⼦の利益を考慮して⼦の居所,⼦との⾯会交流の
⽅法、⽗⺟の共同決定を必要とする事項その他親権⾏使の態様について定めなければならない。 
2.裁判上の離婚の場合には、裁判所は、親権⾏使の態様について定める。 
3.⽗⺟の⼀⽅は、その利益のために必要な場合は、⾃⼰に単独で親権⾏使を委ねることを家庭裁判所に
請求することができる。ただし、他⽅の親は、⼦の利益を害する特別な事情がない限り⼦との⾯会交流
をすることができる。 
(4.⽗⺟は相互に他⽅の親権⾏使を尊重すべきである。⾮同居親が⼦についての情報提供を他⽅に請求す
ることができる) 
 
820 条 ⾝上監護 
⽗⺟は、⼦の発達段階に照らして適切に養育及び教育を⾏う義務を負い、権利を有する。 
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821 条 居所指定権 
1.⽗⺟は⼦の居所を指定することができる。 
2.⽗⺟が別居するときは、⽗または⺟の居所を⼦の居所に定めることができる。⽗または⺟の⼀⽅の居
所を⼦の居所に決定したときは、他⽅の親と⼦の⾯会交流について定めることができる。 
3.前項に関して⽗⺟間で合意できないときは、家庭裁判所が⼦の利益を考慮して判断する。 
 
822 条 ⼦の養育・教育の費⽤(懲戒権は廃⽌する) 
1.⽗⺟は、その資産、収⼊その他⼀切の事情を考慮して、⼦の養育・教育の費⽤を分担する。 
2.前項の義務は、⼦が成年に達したときに当然には消滅しない。 
 
823 条 以下略 
※財産管理権については制限規定を設ける必要がある 
 

参考２−３ ⼭⼝亮⼦ 親権法改正要綱案 
「親権法改正要綱案」家族＜社会と法＞（2017）（33）PP.57-69 
 
前提 親権概念 
①成年に達しない⼦の⾝分及び財産上の利益保護のために、その⽗⺟に認められる義務及び権利を総称
して親権という。 
②総称としての⽤語として、「親権」を⽤いるものとする。 
 
第１ 親権の帰属（現⾏⺠法８１８条１項・２項、８１９条１項〜４項） 
①親権は、⽗⺟が有するものとする。 
②婚外⼦については、⽗⼦関係の承認（認知）があるまでは、⺟のみが親権を有するものとする。 
 
第２ 親権の⾏使の共同性（現⾏⺠法８１８条３項） 
①⽗⺟は、共同して親権を⾏うものとする。 
②⽗⺟の⼀⽅が親権を⾏うことができないときは、他の⼀⽅が⾏うものとする。 
③親権を⾏うにあたり、⽗⺟は、⼦の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を尊重しなければならな
いものとする。 
 
第３ 共同⾏使から単独⾏使への変更 
①⼦の利益のために必要があると認めるときは、家庭裁判所は、共同で親権を⾏う⽗若しくは⺟⼜は⼦
の請求によって、⽗⺟の⼀⽅が単独で親権を⾏うことを決定することができるものとする。 
②この場合、⽗⺟は、⼦との⾯会及び交流について、その協議で定めることができるものとする。 
③前項の協議が調わないとき、⼜は協議することができないときは、家庭裁判所が定めることができる
ものとする。 
 
第４ 単独⾏使者の変更（現⾏⺠法８１９条６項） 
⽗⺟の⼀⽅が単独で親権を⾏っている場合において、⼦の利益のために必要があると認めるときは、家
庭裁判所は、⽗若しくは⺟⼜は⼦の請求によって、他の⼀⽅が単独で親権を⾏うことを決定することが
できるものとする。 
 
第５ 単独で親権を⾏う⽗⺟の⼀⽅の死亡・親権制限と他⽅による親権⾏使（現⾏⺠法８１９条６項） 
①単独で親権を⾏う⽗⺟の⼀⽅が死亡した場合において、⼦の利益のために必要があると認めるときは、
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家庭裁判所は、他の⼀⽅の請求により、その者が親権を⾏うことを決定することができるものとする。 
②単独で親権を⾏う⽗⺟の⼀⽅について親権の全部制限の審判があった場合において、⼦の利益のため
に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、他の⼀⽅の請求により、その者が親権を⾏うことを決定
することができるものとする。 
 
第６ 単独⾏使から共同⾏使への変更 
⽗⺟の⼀⽅が単独で親権を⾏使している場合において、その者と他の⼀⽅が合意し、かつ⼦の利益のた
めに必要があると認めるときは、その⽗⺟の共同の請求により、家庭裁判所は、その⽗⺟が共同して親
権を⾏使することを決定することができるものとする。 
 
第７ ⾝上の世話及び教育（現⾏⺠法８２０条、８２１条、７６６条、７８８条） 
①共同で親権を⾏う⽗⺟は、⼦の⽣活の場所、世話にあたる者、⾯会及び交流、その他の⼦の⾝上の世
話及び教育に必要な事項について、その協議で定めることができるものとする。ただし、⽇常の世話に
関する事項については、それぞれが単独で決定を⾏うことができるものとする。 
②前項の協議が調わないとき、⼜は協議することができないときは、家庭裁判所は、共同で親権を⾏う
⽗若しくは⺟⼜は⼦の請求により、⼦の利益のために、⽗⺟の⼀⽅にその決定を委ね、⼜は⾃らそれを
定めることができるものとする。 
③家庭裁判所は、共同で親権を⾏う⽗若しくは⺟⼜は⼦の請求により、⼦の利益のため必要があると認
めるときは、前２項の規定による定めを変更し、その他⾝上の世話及び教育に関する事項について、相
当な処分を命ずることができる。 
 
第８ ⼦の引渡し（現⾏⺠法８２０条、８２１条） 
親権を⾏う者は、裁判所に対し、不法に⼦を引き渡さない者からの⼦の引渡しを請求することができる
ものとする。 
 
第９ 体罰等の禁⽌（現⾏⺠法８２２条） 
親権を⾏う者は、⼦の世話及び教育を⾏うにあたり、体罰及び不適切な⽅法を⽤いてはならないものと
する。 
 
第１０親権を有さない者と世話 
①親権を有さずに⼦の⾝上の世話にあたっている者は、⼦の利益のために、⼦の⽇常の世話に関する事
項を⾏うことができるものとする。 
②親権を有さずに⼦の⾝上の世話にあたっている者（若しくはあたっていた者）、⼜は親権を有さない
が⼦と特別の関係にある者（若しくはあった者）の請求により、家庭裁判所は、⼦の利益のために必要
があると認めるときは、⼦との⾯会及び交流を認め、また、⼦の⾝上の世話及び教育に必要な事項につ
いて決定する権限を与えることができるものとする。 
 
第１１ 親権の⾏使の代⾏（現⾏⺠法８３３条） 
①親権を⾏う者は、その親権の下にある⼦に代わって親権を⾏うものとする。 
②⾝上の世話及び教育に必要な事項については、親権の下にある⼦⾃⾝が⾏うことができるものとする。 
 
第１２ 親権⾏使の制限（現⾏⺠法８３４条、８３４条の２） 
①親権を⾏使する者による親権の⾏使が困難⼜は不適当であることにより、⼦の利益を害するときは、
家庭裁判所は、⼦、その親族、未成年後⾒⼈、未成年後⾒監督⼈⼜は検察官の請求により、その者の親
権の⾏使を必要な範囲で制限し、⼜は必要な処置をとることができるものとする。 
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②親権⾏使の全⾯的な制限は、親権を⾏使する者に虐待⼜は悪意の遺棄があるとき、その他その者によ
る親権の⾏使が著しく困難⼜は不適当である場合に限って認められるものとする。 
③親権⾏使の制限の原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本⼈⼜はその親族の請求によって、親権⾏
使の制限の審判を取り消すことができるものとする。 
 

参考２−４ 後藤富⼠⼦ 具体的改正私案 
法務省⺠法（親⼦法制）改正中間試案のうち「親権」改正意⾒書（2021） 
 
１．⺠法第８１８条１項の「⽗⺟」を「両親」に改め、第３項を削除する。 
２．⺠法第８１９条を削除する。 
３．⺠法第８２０条を第１節総則に置き、次のように改める。 

１．⼦の養育及び教育は、両親の⾃然の権利であり、かつ、第⼀次的に両親に課せられる義務である。 
２．国は、両親の活動を監督する。 

４．⺠法第８２１条を次のように改める。 
１．両親は、その協議で、⼦の居所を指定する。 
２．前項の協議が調わないとき、⼜は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、両親の⼀⽅
⼜は双⽅の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。 
３．前２項による居所の指定は、両親の親権及び監護権の効⼒に影響しない。 

５．⺠法第８２２条を削除する。
 

参考２−５ ⽯志和⼀郎 親権法改正要綱案・扶養法改正要綱案 
「親権法・未成年後⾒・扶養法」⼾籍時報No750 P20-37(2017) 
前提 親権概念 
①成年に達しない⼦の⾝上および財産上の利益保護のために、その⽗⺟に認められる義務及び権利を総
称して親権という。 
②総称としての⽤語として、「親権」を⽤いるものとする。 
 
第１ 親権の帰属（818 条 1項・2項、819 条 1項〜4項） 
①親権は⽗⺟が有するものとする。 
②婚外⼦については、⽗⼦関係の承認（認知）があるまでは、⺟のみが親権を有するものとする。 
 
第２ 親権の⾏使の共同性（818 条 3項） 
①⽗⺟は､共同して親権を⾏うものとする。 
②⽗⺟の⼀⽅が親権を⾏うことができないときは、他の⼀⽅が⾏うものとする。 
③親権を⾏うにあたり、⽗⺟は、⼦の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を尊重しなければならな
いものとする。 
 
第３ 共同⾏使から単独⾏使への変更 
①⼦の利益のために必要があると認めるときは、家庭裁判所は、共同で親権を⾏う⽗⺟⼜は⼦の請求に
よって、⽗⺟の⼀⽅が単独で親権を⾏うことを決定することができるものとする。 
②この場合、⽗⺟は、⼦との⾯会及び交流について、その協議で定めることができるものとする。 
③前項の協議が調わないとき、⼜は協議することができないときは、家庭裁判所が定めることができる
ものとする。 
 
第４ 単独⾏使者の変更（819 条 6項） 
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⽗⺟の⼀⽅が単独で親権を⾏っているときに、⼦の利益のために必要があると認めるときは、家庭裁判
所は、⽗⺟⼜は⼦の請求によって、他の⼀⽅が単独で親権を⾏うことを決定することができるものとす
る。 
 
第５ 単独で親権を⾏う⽗⺟の⼀⽅の死亡・親権制限と他⽅による親権⾏使(819 条 6項) 
①単独で親権を⾏う⽗⺟の⼀⽅が死亡した場合において。⼦の利益のために必要があると認めるときは、
家庭裁判所は、他の⼀⽅の請求により、その者が親権を⾏うことを決定することができるものとする。 
②単独で親権を⾏う⽗⺟の⼀⽅について親権の全部制限の審判があった場合において、⼦の利益のため
に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、他の⼀⽅の請求により、その者が親権を⾏うことを決定
することができるものとする。 
 
第６ 単独⾏便から共同⾏使への変更 
実⺟の⼀⽅が単独で親権を⾏使している場合において、その者と他の⼀⽅が合意し、かつ⼦の利益のた
めに必要があると認めるときは、その⽗⺟の共同の請求により、家庭裁判所は、その⽗⺟が共同して親
権を⾏使することを決定することができるものとする。 
 
第７ ⾝上の世話及び教育(820 条、821 条、766 条、788 条) 
①共同で親権を⾏う⽗⺟は、⼦の⽣活の場所、世話に当たる者、⾯会及び交流、その他の⼦の⾝上の世
話及び教育に必要な事項について、その協議で定めることができるものとする。ただし、⽇常の世話に
関する事項については、それぞれが単独で決定を⾏うことができるものとする。 
②前項の協議が調わないとき、⼜は協議することができないときは、家庭裁判所は、共同で親権を⾏う
⽗⺟⼜は⼦の請求により、⼦の利益のために、⽗⺟の⼀⽅にその決定を委ね、⼜は⾃らそれを定めるこ
とができるものとする。 
③家庭裁判所は、共同で親権を⾏う⽗⺟⼜は⼦の請求により、⼦の利益のため必要があると認めるとき
は、前２項の規定による定めを変更し、その他⾝上の世話及び教育に関する事項について、相当な処分
を命ずることができる。 
 
第８ ⼦の引渡し(820 条,821 条) 
親権を⾏う者は、裁判所に対し、不法に⼦を引き渡さない者からの⼦の引渡しを請求することができる
ものとする。 
 
第９ 体罰等の禁⽌(822 条) 
親権を⾏う者は、⼦の世話及び教育を⾏うにあたり、体罰及び不適切な⽅法を⽤いてははらないものと
する。 
 
第１０ 親権を有さない者と世話 
①親権を有さずに⼦の⾝上の世話に当たっている者は、⼦の利益のため⼦の⽇常の世話に関する事項を
⾏うことができるものとする。 
②親権を有さずに⼦の⾝上の世話に当たっている者（若しくは当たっていた者）、⼜は親権を有さない
が⼦と特別な関係にある者（若しくはあった者）の請求により、家庭裁判所は、⼦の利益のために必要
があると認めるときは、⼦との⾯会及び交流を認め、また、⼦の⾝上の世話及び教育に必要な事項につ
いて決定する権限を与えることができるものとする。 
 
第１１ 親権の⾏使の代⾏（833 条） 
2 親権を⾏う者は、その親権の下にある⼦に代わって親権を⾏うものとする。 
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②⾝上の世話及び教育に必要な事項については、⼦⾃⾝が⾏うことができるものとする。 
 
第１２ 親権⾏使の制限（834 条、834 条の 2） 
①親権を⾏使する者による親権の⾏使が困難⼜は不適当であることにより、⼦の利益を害するときは、
家庭裁判所は、⼦、その親族、未成年後⾒⼈、未成年後⾒監督⼈、⼜は検察官の請求により、その者の
親権の⾏使を必要な範囲で制限し、または必要な処置をとることができるものとする。 
②親権⾏使の全⾯的な制限は、親権を⾏使する者に虐待⼜は悪意の遺棄があるとき、その他その者によ
る親権の⾏使が著しく困難⼜は不適当であることにより⼦の利益を著しく害するときに限って認められ
るものとする。 
③親権⾏使の制限の原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本⼈⼜はその親族の請求によって、親権⾏
使の制限の審判を取り消すことができるものとする。 
 
◆参考３ ⺠法の⼀部を改正する法律案要綱（1996 年 2 ⽉ 26 ⽇） 
平成⼋年⼆⽉⼆⼗六⽇ 
法制審議会総会決定 
 
第⼀ 婚姻の成⽴ 
 ⼀ 婚姻適齢 
   婚姻は、満⼗⼋歳にならなければ、これをすることができないものとする。 
 ⼆ 再婚禁⽌期間 
  １ ⼥は、前婚の解消⼜は取消しの⽇から起算して百⽇を経過した後でなければ、再婚をすることがで
きないものとする。 
  ２ ⼥が前婚の解消⼜は取消しの⽇以後に出産したときは、その出産の⽇から、１を適⽤しないものと
する。 
 
第⼆ 婚姻の取消し 
 ⼀ 再婚禁⽌期間違反の婚姻の取消し 
   第⼀、⼆に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの⽇から起算して百⽇を経過し、⼜は⼥が再
婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができないものとする。 
 
第三 夫婦の⽒ 
 ⼀ 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の⽒を称し、⼜は各⾃の婚姻前の⽒を称す
るものとする。 
 ⼆ 夫婦が各⾃の婚姻前の⽒を称する旨の定めをするときは、夫婦は、婚姻の際に、夫⼜は妻の⽒を⼦
が称する⽒として定めなければならないものとする。 
 
第四 ⼦の⽒ 
 ⼀ 嫡出である⼦の⽒ 
   嫡出である⼦は、⽗⺟の⽒（⼦の出⽣前に⽗⺟が離婚したときは、離婚の際における⽗⺟の⽒）⼜は
⽗⺟が第三、⼆により⼦が称する⽒として定めた⽗若しくは⺟の⽒を称するものとする。 
 ⼆ 養⼦の⽒ 
  １ 養⼦は、養親の⽒（⽒を異にする夫婦が共に養⼦をするときは、養親が第三、⼆により⼦が称する
⽒として定めた⽒）を称するものとする。 
  ２ ⽒を異にする夫婦の⼀⽅が配偶者の嫡出である⼦を養⼦とするときは、養⼦は、１にかかわらず、
養親とその配偶者が第三、⼆により⼦が称する⽒として定めた⽒を称するものとする。 
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  ３ 養⼦が婚姻によって⽒を改めた者であるときは、婚姻の際に定めた⽒を称すべき間は、１、２を適
⽤しないものとする。 
 三 ⼦の⽒の変更 
  １ ⼦が⽗⼜は⺟と⽒を異にする場合には、⼦は、家庭裁判所の許可を得て、⼾籍法の定めるところに
より届け出ることによって、その⽗⼜は⺟の⽒を称することができるものとする。ただし、⼦の⽗⺟が
⽒を異にする夫婦であって⼦が未成年であるときは、⽗⺟の婚姻中は、特別の事情があるときでなけれ
ば、これをすることができないものとする。 
  ２ ⽗⼜は⺟が⽒を改めたことにより⼦が⽗⺟と⽒を異にする場合には、⼦は、⽗⺟の婚姻中に限り、
１にかかわらず、⼾籍法の定めるところにより届け出ることによって、その⽗⺟の⽒⼜はその⽗若しく
は⺟の⽒を称することができるものとする。 
  ３ ⼦の出⽣後に婚姻をした⽗⺟が⽒を異にする夫婦である場合において、⼦が第三、⼆によって⼦が
称する⽒として定められた⽗⼜は⺟の⽒と異なる⽒を称するときは、⼦は、⽗⺟の婚姻中に限り、１に
かかわらず、⼾籍法の定めるところにより届け出ることによって、その⽗⼜は⺟の⽒を称することがで
きるものとする。ただし、⽗⺟の婚姻後に⼦がその⽒を改めたときは、この限りでないものとする。 
  ４ ⼦が⼗五歳未満であるときは、その法定代理⼈が、これに代わって、１から３までの⾏為をするこ
とができるものとする。 
  ５ １から４までによって⽒を改めた未成年の⼦は、成年に達した時から⼀年以内に⼾籍法の定めると
ころにより届け出ることによって、従前の⽒に復することができるものとする。 
 
第五 夫婦間の契約取消権 
 第七百五⼗四条の規定は、削除するものとする。 
 
第六 協議上の離婚 
 ⼀ ⼦の監護に必要な事項の定め 
  １ ⽗⺟が協議上の離婚をするときは、⼦の監護をすべき者、⽗⼜は⺟と⼦との⾯会及び交流、⼦の監
護に要する費⽤の分担その他の監護について必要な事項は、その協議でこれを定めるものとする。この
場合においては、⼦の利益を最も優先して考慮しなければならないものとする。 
  ２ １の協議が調わないとき、⼜は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、１の事項を定め
るものとする。 
  ３ 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、１⼜は２による定めを変更し、その他の監護について
相当な処分を命ずることができるものとする。 
  ４ １から３までは、監護の範囲外では、⽗⺟の権利義務に変更を⽣ずることがないものとする。 
 ⼆ 離婚後の財産分与 
  １ 協議上の離婚をした者の⼀⽅は、相⼿⽅に対して財産の分与を請求することができるものとする。 
  ２ １による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、⼜は協議をすることができないと
きは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができるものとする。ただし、
離婚の時から⼆年を経過したときは、この限りでないものとする。 
  ３ ２の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双⽅がその協
⼒によって取得し、⼜は維持した財産の額及びその取得⼜は維持についての各当事者の寄与の程度、婚
姻の期間、婚姻中の⽣活⽔準、婚姻中の協⼒及び扶助の状況、各当事者の年齢、⼼⾝の状況、職業及び
収⼊その他⼀切の事情を考慮し、分与させるべきかどうか並びに分与の額及び⽅法を定めるものとする。
この場合において、当事者双⽅がその協⼒により財産を取得し、⼜は維持するについての各当事者の寄
与の程度は、その異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。 
 
第七 裁判上の離婚 
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 ⼀ 夫婦の⼀⽅は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができるものとする。ただし、
(ア)⼜は(イ)に掲げる場合については、婚姻関係が回復の⾒込みのない破綻に⾄っていないときは、こ
の限りでないものとする。 
   (ア) 配偶者に不貞な⾏為があったとき。 
   (イ) 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 
   (ウ) 配偶者の⽣死が三年以上明らかでないとき。 
   (エ) 夫婦が五年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき。 
   (オ) (ウ)、(エ)のほか、婚姻関係が破綻して回復の⾒込みがないとき。 
 ⼆ 裁判所は、⼀の場合であっても、離婚が配偶者⼜は⼦に著しい⽣活の困窮⼜は耐え難い苦痛をもた
らすときは、離婚の請求を棄却することができるものとする。(エ)⼜は(オ)の場合において、離婚の請
求をしている者が配偶者に対する協⼒及び扶助を著しく怠っていることによりその請求が信義に反する
と認められるときも同様とするものとする。 
 三 第七百七⼗条第⼆項を準⽤する第⼋百⼗四条第⼆項（裁判上の離縁における裁量棄却条項）は、現
⾏第七百七⼗条第⼆項の規定に沿って書き下ろすものとする。 
 
第⼋ 失踪宣告による婚姻の解消 
 ⼀ 夫婦の⼀⽅が失踪の宣告を受けた後他の⼀⽅が再婚をしたときは、再婚後にされた失踪の宣告の取
消しは、失踪の宣告による前婚の解消の効⼒に影響を及ぼさないものとする。 
 ⼆ ⼀の場合には、前婚による姻族関係は、失踪の宣告の取消しによって終了するものとする。ただし、
失踪の宣告後その取消し前にされた第七百⼆⼗⼋条第⼆項（姻族関係の終了）の意思表⽰の効⼒を妨げ
ないものとする。 
 三 第七百五⼗⼀条（⽣存配偶者の復⽒等）の規定は、⼀の場合にも、適⽤するものとする。 
 四 第六、⼀及び⼆は⼀の場合について、第七百六⼗九条（祭具等の承継）の規定は⼆本⽂の場合につ
いて準⽤するものとする。 
 
第九 失踪宣告の取消しと親権 
 ⼀ ⽗⺟の婚姻中にその⼀⽅が失踪の宣告を受けた後他の⼀⽅が再婚をした場合において、再婚後に失
踪の宣告が取り消されたときは、親権は、他の⼀⽅がこれを⾏うものとする。 
 ⼆ ⼦の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、⼦の親族の請求によって、親権者を他
の⼀⽅に変更することができるものとする。 
第⼗ 相続の効⼒ 
 嫡出でない⼦の相続分は、嫡出である⼦の相続分と同等とするものとする。 
第⼗⼀ ⼾籍法の改正 
 ⺠法の改正に伴い、⼾籍法に所要の改正を加えるものとする。 
第⼗⼆ 経過措置 
 ⼀ 婚姻適齢に関する経過措置 
   改正法の施⾏の際満⼗六歳に達している⼥は、第⼀、⼀にかかわらず、婚姻をすることができるもの
とする。 
 ⼆ 夫婦の⽒に関する経過措置 
  １ 改正法の施⾏前に婚姻によって⽒を改めた夫⼜は妻は、婚姻中に限り、配偶者との合意に基づき、
改正法の施⾏の⽇から⼀年以内に２により届け出ることによって、婚姻前の⽒に復することができるも
のとする。 
  ２ １によって婚姻前の⽒に復しようとする者は、改正後の⼾籍法の規定に従って、配偶者とともにそ
の旨を届け出なければならないものとする。 
  ３ １により夫⼜は妻が婚姻前の⽒に復することとなったときは、改正後の⺠法及び⼾籍法の規定の適
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⽤については、婚姻の際夫婦が称する⽒として定めた夫⼜は妻の⽒を第三、⼆による⼦が称する⽒とし
て定めた⽒とみなすものとする。 
 三 相続の効⼒に関する経過措置 
   改正法の施⾏前に開始した相続に関しては、なお、改正前の⺠法の規定を適⽤するものとする。 
 四 その他本改正に伴う所要の経過措置を設けるものとする。 
 
 
◆参考４ ⽇本国憲法の施⾏に伴う⺠法の応急的措置に関する法律（昭和⼆⼗⼆年法律第七四号） 
 
第⼀条 この法律は、⽇本国憲法の施⾏に伴い、⺠法について、個⼈の尊厳と両性の本質的平等に⽴脚
する応急的措置を講ずることを⽬的とする。 
 
第⼆条 妻⼜は⺟であることに基いて法律上の能⼒その他を制限する規定は、これを適⽤しない。 
 
第三条 ⼾主、家族その他家に関する規定は、これを適⽤しない。 
 
第四条 成年者の婚姻、離婚、養⼦縁組及び離縁については、⽗⺟の同意を要しない。 
 
第五条 夫婦は、その協議で定める場所に同居するものとする。 
2 夫婦の財産関係に関する規定で両性の本質的平等に反するものは、これを適⽤しない。 
3 配偶者の⼀⽅に著しい不貞の⾏為があつたときは、他の⼀⽅は、これを原因として離婚の訴を提起
することができる。 
 
第六条 親権は、⽗⺟が共同してこれを⾏う。 
2 ⽗⺟が離婚するとき、⼜は⽗が⼦を認知するときは、親権を⾏う者は、⽗⺟の協議でこれを定めな
ければならない。協議が調わないとき、⼜は協議することができないときは、裁判所が、これを定める。 
3 裁判所は、⼦の利益のために、親権者を変更することができる。 
 
第七条 家督相続に関する規定は、これを適⽤しない。 
2 相続については、第⼋条及び第九条の規定によるの外、遺産相続に関する規定に従う。 
 
第⼋条 直系卑属、直系尊属及び兄弟姉妹は、その順序により相続⼈となる。 
2 配偶者は、常に相続⼈となるものとし、その相続分は、左の規定に従う。 
  ⼀ 直系卑属とともに相続⼈であるときは、三分の⼀とする。 
  ⼆ 直系尊属とともに相続⼈であるときは、⼆分の⼀とする。 
  三 兄弟姉妹とともに相続⼈であるときは、三分の⼆とする。 
 
第九条 兄弟姉妹以外の相続⼈の遺留分の額は、左の規定に従う。 
  ⼀ 直系卑属のみが相続⼈であるとき、⼜は直系卑属及び配偶者が相続⼈であるときは、被相続⼈の
財産の⼆分の⼀とする。 
  ⼆ その他の場合は、被相続⼈の財産の三分の⼀とする。 
 
第⼗条 この法律の規定に反する他の法律の規定は、これを適⽤しない。 
 
  附 則 
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1 この法律は、⽇本国憲法施⾏の⽇から、これを施⾏する。 
2 この法律は、昭和⼆⼗三年⼀⽉⼀⽇から、その効⼒を失う。 
 
 
◆参考５ DV 施策における男⼥平等を求める意⾒書（共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会） 
https://k-kokubai.jp/2020/01/06/dvdanjyobyodo/ 
 
２０２０年１⽉７⽇ 
 
内閣府 
 
男⼥共同推進本部⻑ 安倍晋三 様 
男⼥共同参画担当⼤⾂ 橋本聖⼦ 様 
男⼥共同参画局⻑ 池永肇恵 様 
 
共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会 
 
常⽇頃より男⼥平等への取り組み、ありがとうございます。 私たちは、男⼥問わず家族間暴⼒の防⽌の
活動に取り組む団体です。⼦育ての男⼥平等を⽬指す観点から、単独親権制度を撤廃する⺠法改正を促
していますが、その際、共同親権に移⾏すれば DV・虐待施策の障害になるとの主張がなされており、
議論の混乱を招いています。   
 
私たちは、現在の DV 施策が、男⼥平等から⼤きくかけ離れ、家族間暴⼒の防⽌という⽬的に対しても
⼗分に機能していないことについて指摘するとともに、それを親権の有無の議論と混同することに対し
ては、家族間暴⼒防⽌をむしろ妨げることになると認識しています。 
 
⼦育ての男⼥平等に沿った親権制度の改⾰については、主管官庁である法務省での議論と切り離し、⼀
⽅で DV 施策についての所管官庁である貴局が、男⼥平等と暴⼒防⽌の観点から主体的な役割を果たし、
双⽅の施策を減殺しあうのではなく、両⽴させる努⼒を払うべきであることを述べ、以下現状を指摘し、
各点を要望したいと思います。 
 
【現状】単独親権制度が DVや虐待の抑⽌になっているという主張に根拠がないこと 
 
（１）単独親権でDV や虐待が増え続けている 
 
現在、表記のような主張のもとに、DV 施策に親権制度を活⽤できるかのような主張がなされています。 
しかし実際には単独親権制度のもと、DV や児童虐待の相談件数は年々過去最多を数え続けています。
また、DV は婚姻中の共同親権のもとで起きていますし、逆に児童虐待は単独親権のもと、実⽗⺟家族
よりも、ステップファミリーの親やひとり親が加害者となるケースがむしろ多くなっています（中澤⾹
織「家族構成の変動と家族関係が⼦ども虐待に与える影響」）。 
 
このことは、⼦どもの安全への配慮がもっとも適切になされているのは、⽗⺟が⼦どもの養育にかかわ
っている場合であることを⽰しています。 
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⾯会交流中の殺⼈事件の発⽣を根拠に、⾯会交流の促進を懸念する意⾒もあります。しかし、加害者側
が、⼦どもと会えなくなり⼈⽣に希望を持てず、絶望し、また、将来的にもこのまま会えなくなるかも
しれないという恐怖⼼が働いている可能性もあるのなら、事件の原因は親⼦関係が保障されないことに
あり、それを放置する単独親権制度です。 
 
同居親や婚姻中の夫婦の間の事件を無視して、ことさら別居親の危険性を⾔い⽴てるのはヘイトです。 
 
（２）共同親権になって虐待が増えるわけではない   
 
また、共同親権になると、⼦どもが虐待される危険が増すという議論もあります。 現在、虐待の加害者
で⼀番割合が⾼いのは実⺟（厚⽣労働省「⼦ども虐待による死亡事例等の検証結果等について」）で、
例年半分以上の割合を占めています。 
 
⼀⽅、親権者の８割が⼥性ですが、虐待の加害者のうちひとり親家庭の占める割合は約３割です（全国
児童相談所⻑会「全国児童相談所における虐待の実態調査）２００８）。数字的に、男性が養育にかか
わることが危険なら、それは同居中も同様で男性の⼦育てなど危険すぎて促進できません。こういった
議論にも根拠がありません。 
 
（３）加害者も単独親権者になっているのに単独親権や選択的共同親権を暴⼒防⽌のために擁護できな
い 
 
共同親権によって DV 被害が永続する、との懸念から、単独親権制度を存続させ、共同親権にしても選
択的共同親権にすべきとの議論があります。 
 
しかし、現在の裁判所の判断が、⼦どもを確保した側を⾃動的に親権者にするのは、DV 被害者⽀援団
体や弁護⼠事務所のホームページにそのように書いていることからも明らかです。  単独親権者に DV
や虐待の加害者が多く含まれているのに、このような議論は前提として成り⽴ちません。 
 
実際に当会には、⼥性配偶者からの暴⼒被害の経験があり、また同居親側による⼦の虐待の証拠を持っ
ているにもかかわらず、⼦どもに会えない親からの相談を多く受けます。⼦どもといったん離れれば⼀
⽣⼦どもと会えなくなるのは⼥性被害者も同様です。 「共同親権によって DV被害が永続する」どころ
か、「単独親権によって DV 被害者の権利は守られていない」「単独親権によって加害者のＤＶが⼦に
転嫁する危険が⾼い」「親⼦引き離しというＤＶが単独親権のもとに継続している」のが現実です。 
 
つまり、単独親権制度が DVや虐待の抑⽌になり、共同親権になったら DV や虐待が増えるという議論
に根拠はありません。 
 
⽇本の DV 施策が、共同親権の欧⽶の施策を取り⼊れて進められてきたことを考えると、⽇本の DV や
虐待の相談件数の増加は、単独親権制度を維持していることに原因を求められ、共同親権がＤＶや虐待
の抑⽌になるという議論はできても、その逆ではありません。  
 
もとより、⺠法上、親権者の権能として、「⼦どもから親を引き離すことができる」という規定はどこ
にもありません。単独養育者が実⼒で⼦どもから親を排除していることは、たとえ親権がなくても他⽅
親の権利を侵害する⾏為です。その際、⽇本は単独親権制度で、離婚や未婚の場合は制度上⼀⽅しか親
権を選べないだけであることを考えると、こういった⾏為を容認・放置することは共同親権の国以上に、
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はなはだしく親の養育権を軽視していることになります。 
 
権利侵害を守るために、根拠のない単独親権による DV や虐待の抑⽌論を持ち出すことはできません。  
以上指摘して、以下の要望をします。 
 
１ DV に関しては、現在の⺠事的な対応ではなく、刑事的な介⼊によってください。また現場担当者
の数は男⼥半々にしてください。 
 
現在の DV 施策は、⺠事的な対応についての⽀援という⼿法が第⼀にとられ、刑事的な対処や⼿続きが
初期段階で適⽤されることはまれです。刑事的な⼿続きでは、証拠主義に基き双⽅に事情聴取がなされ、
犯罪の要件に該当するかどうかは、裁判⼿続きを経ることになります。海外で暴⼒の抑⽌命令を裁判所
が出す場合も刑事的な関与があります。 
 
しかしこういった介⼊が初期段階で避けられ、⽇本では⺠事的な対応がなされるため、先に被害を申告
した側の⾔い分のみで⽀援措置がなされ、保護命令⼿続きを経ない限り、加害者とされた側の⾔い分を
聞き取る⼿続きがありません。そして⼀⽅の申告だけで⾃治体窓⼝でなされる住所⾮開⽰の⽀援措置に
は取り消しの⼿続きがありません。⾏われているのは暴⼒の防⽌ではなく「被害者」というタイトルを
めぐっての争奪戦です。 
 
これらは、親権争いの現場で悪⽤され虚偽申告の温床になるだけでなく、法が保障すべき適正⼿続きを
無視しており、実際に裁判所もその違法性を指摘しています（２０１８年４⽉２５⽇名古屋地裁判決）。
相談履歴のみで住所⾮開⽰措置は発令されるので、物理的な暴⼒のない場合でも、被害感情があれば保
護され、双⽅が修復的な⽀援を受ける努⼒をする機会も奪われてしまいます。 
 
⼀⽅、「加害者」とされた側は、⾃⾝の暴⼒を認識する機会も、嫌疑を晴らす機会もなく社会的に排除
され、更に⼦どもと引き離されることによる憎悪から暴⼒の誘発を⽣んでいます。今年東京家庭裁判所
の前で殺⼈事件（２０１９年４⽉１５⽇）が起きたように、実際に⼦の奪い合いにかかわる事件は度々
起きていますが、このような事例で同居中に DV がなかったのであれば、制度が事件を引き起こしてい
るということになります。 
 
「DV は犯罪」ならその主務官庁が第⼀に取り組むべきで、男⼥平等の取り組みの中で DV 施策が培わ
れてきたのなら、警察担当者は男⼥半々で現場に出向いてください。現在の DV 施策が暴⼒を⽣み出す
事態を放置してはなりません。   
 
２ DV 施策における保護施設は、男⼥平等に基づいて設置運⽤してください。 
 
理由）現在の DV 施策は、⼥性しか被害者として想定していないため、保護施設に避難できるのは⼥性
のみで、男性は⼦を連れて逃げるのが困難なため親権者となれず、それが親権取得者の８割が⼥性とい
う実体を作り出しています。 内閣府の最新の調査（２０１７年度「男⼥間における暴⼒に関する調査」）
によれば、⼥性の３⼈に１⼈、男性の５⼈に１⼈が DV の被害を訴えており、過去１年間の DV 被害の
申告数は男性の⽐率のほうが⾼くなっています。 
 
こういった実態にもかかわらず、⼥性のみを収容⽀援することで、男性被害者への加害⾏為を公的機関
が⽀援する事態を引き起こしています。実際に当会に相談に来る男性で、シェルター等で保護された⼥
性から暴⼒を受けていたという事例は少なくありません。 また、暴⼒防⽌のため、⼀時的に双⽅を引き
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離すことが⽀援として必要な場合には、⼦育てをする⼥性ではなく、男性側を加害被害問わず収容した
ほうが⽬的にかないます。最低でも、暴⼒被害の性割合に応じたシェルターの数を確保し、男性の⼊れ
るシェルターを各都道府県に設置してください。 
 
３ 公的機関の暴⼒防⽌の相談窓⼝の担当者の割合を男⼥同数にして、男性の暴⼒被害への研修を実施
してください。     
 
（理由）過去当会が受けた相談の中で、⾃治体の男⼥共同参画センターに男性が電話したところ、いき
なり「加害者からの相談は受け付けていません」と⾔われて傷ついたという事例がありました。⼦育て
の男⼥平等を啓発するパンフレットを市町村の⼥性相談窓⼝で設置を拒否されたこともあります。男性
会員が多い当会からすると、⼥性相談においては男性を潜在的な加害者として、役所の男性への⼈権侵
害を容認しているとしか⾒えない対応です。   
 
先の保護施設の件でもそうですが、⾃治体が男性相談を受け付けている場合でも、その後の具体的⽀援
に⼥性と違って結び付いたということはまずありません。⼥性の権利の視点から⼥性のみを⽀援の対象
としてきた経過を反映していたとしても、男⼥平等を掲げている部局で、このような特定の性への⼈権
侵害が容認される余地はありません。   
 
⼥性と同等・同質の⽀援を男性も受けられるように、担当者の男⼥⽐を半々にし、⼥性担当者でも男性
が望めば相談を受け付けること、男性への暴⼒も含めた男性への⼈権侵害⾏為の研修を市町村の担当の
全職員に施すことを、各区市町村に指導してください。 
 
４ 男性が暴⼒被害を認識できるキャンペーンを⾏ってください。     
 
（理由）精神的なＤＶも含めた男性のＤＶ被害の割合は過去１年においては⼥性よりも⾼いにもかかわ
らず、メディア等では、男性が暴⼒を受けることは嘲笑の対象となっており、男性が被害を認識しにく
い⾵潮があります。また、ＤＶを認識させるキャンペーンは⼥性のみを対象とし、広報宣伝物も⼥⼦ト
イレなど⼥性専⽤施設のみに設置されています。性を問わずＤＶ被害を認識できるように、⼥性に対す
る暴⼒と同様の啓発キャンペーンがなされているのと同様、男性も対象に、男⼥平等にキャンペーンを
⾏ってください。 
 
５ 親の養育権を保障する⼿続きを確保し、連れ去り被害者への⾯会交流⽀援を、各⼥性相談窓⼝で業
務に組み⼊れてください。 
 
（理由）現在の配偶者暴⼒防⽌相談センターや男⼥共同参画センターの⽀援においては、親の養育権に
対する考慮がないまま親⼦を引き離し、良好な親⼦関係の維持回復への⽀援はありません。⼥性⽀援の
団体が⾯会交流⽀援をする場合も、相談履歴だけで「加害者」とされているだけにもかかわらず、男性
を⼀⽅的に危険視し、いかに監視するかという視点だけで⽀援がなされている事例を聞きます。   
 
とくに⾃治体の住所⾮開⽰の⽀援措置については、⼀度出されれば異議申し⽴てがなされる⼿続きすら
なく（あっても認められた事例は皆無）、永久に親⼦関係を引き離すことができるので、それを防ぐた
めに先に⼦どもを連れ出して、今度は誘拐罪で告訴されるという事例が増えています。現場担当者の主
観で親の養育権への過剰介⼊が⾏われ、混乱を⽣み出していまず。改善を求めます。 
 
暴⼒の有無にかかわらず、⼦の連れ去りが頻発するのは、⼀度⼦どもを⼿放せば⼆度と⼦どもと会えな
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くなってしまうということを、メディア等で⼀般市⺠がすでに知ってしまっていることが⼤きく、これ
は双⽅の養育権を保障する仕組みがないことが原因です。そのため、被害者もいかに危険でも⼦連れで
逃げることを強いられ、そのためにいかに相⼿の隙をつくかが成否を占うことになっています。 
 
昨今の児童虐待による殺⼈事件も、単独養育や親権者の再婚相⼿が加害者となっており、その割合が⾼
いことは先に述べた通りです。他⽅親の関与が虐待防⽌の観点からも求められます。 
 
つまり私たちは暴⼒防⽌の⾒地からも共同親権を求めています。   
 
実際、⽗親から⼦どもを引き離して逃げ続けることになるのをためらっているうちに、逆に夫に⼦ども
を連れ去られ、⼥性相談に⾏くと「もうちょっと早く来てくれれば」と⾔われるだけだったという別居
親の相談を当会は受けたりします。⼦どもへの DV の危険を⾔っている⽀援が、まったく思考停⽌です。   
 
性別・加害被害にかかわらず、親⼦関係を保障することも⼦育ての男⼥平等のための⽀援の⼀環である
ことを各現場レベルに周知し、アドボケイトや弁護⼠紹介などの⾯会交流⽀援を⼥性相談の業務に組み
⼊れてください。 
 
 


